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第１章 アクションプランの位置づけ 
  第２期岐阜市国土強靱化地域計画（令和 5年度～令和 9年度）（以下「地域計画」とい

う。）の着実な推進を図るために、地域計画の第 6章に基づき、重要業績指標(KPI)の最新

状況と、施策分野ごとのより具体的な取り組み内容を明らかにした「岐阜市国土強靱化地

域計画アクションプラン」（以下、「アクションプラン」という。）を定め、個別施策の進

捗管理を行うものとする。 
アクションプランは、数値目標の進捗管理だけでなく、施策の進捗状況を踏まえて現状

課題の把握、本年度の推進方針、指標の見直し等を行うこととする。 
  なお、今回のアクションプラン改定より、目標達成に向けたプロセスを明らかにするた

め、地域計画の残期間における具体的な取り組み内容についても、現時点で可能な範囲で

示すものとする。 
 
 

なお、地域計画で定めた強靱化を推進するための基本目標を以下に示す。 
   

 

 

 

 

 

 
  地域計画で定めた大規模自然災害を想定した事前に備えるべき 8 つの目標、その妨げ

となる 27の起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）、岐阜市の重点化施策を次頁

に示す。 
  

  ○ 市民の生命の保護が最大限図られること 

○ 市の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

○ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

○ 迅速な復旧復興 
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【岐阜市の事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）】 

 

事前に備えるべき目標 

（８項目） 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

（２７項目） 

重点

化 

1 直接死を最大限防

ぐ 

1-1 巨大地震による住宅・建築物の倒壊や大規模火災に伴う甚大な人的
被害の発生 

● 

1-2 集中豪雨による市街地や集落等の大規模かつ長期にわたる浸水被
害の発生 

● 

1-3 大規模土砂災害による集落等の壊滅や甚大な人的被害の発生 ● 

1-4 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 ● 

2 救助・救急、医療

活動等が迅速に行わ

れるとともに被災者

等の健康・避難生活

環境を確実に確保す

る 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 ● 

2-2 消防等の被災等による救助･救急活動の遅れ及び重大な不足  

2-3 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱  

2-4 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー

供給の途絶による医療機能の麻痺 
 

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生  

2-6 劣悪な生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状
態の悪化・死者の発生 

 

3 必要不可欠な行政

機能は確保する 
3-1 市職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 ● 

4 必要不可欠な情報

通信機能・情報サー

ビスは確保する 

4-1 情報通信の長期停止による災害情報が伝達できない事態 ● 

5 経済活動を機能不

全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による競争力の
低下 

● 

5-2 幹線が分断する等、基幹的交通ネットワークの長期間にわたる機能
停止 

● 

5-3 食料等の安定供給の停滞  

6 ライフライン、燃

料、交通ネットワー

ク等の被害を最小限

に留めるとともに、

早期に復旧させる 

6-1 ライフライン（電気、ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止  

6-2 地域交通ネットワークが分断する事態 ● 

6-3 異常渇水等により用水の供給の途絶  

7 制御不能な複合災

害・二次災害を発生

させない 

7-1 市街地での大規模火災の発生  

7-2 ため池、河川構造物等の損壊・機能不全による二次災害の発生  

7-3 有害物質の大規模拡散・流出  

7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

8 地域社会・経済が

迅速かつ従前より強

靱な姿で復興できる

条件を整備する 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態 

 

8-2 人材等の不足による復旧･復興の大幅な遅れ  

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅
れる事態 

● 

8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等によ
る有形・無形の文化の衰退・喪失 

 

8-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず、
復興が大幅に遅れる事態 
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【岐阜市の重点化施策】 

リスクシナリオ（11 項目） 
重点施策（28 施策） 

番号 最悪の事態 

1-1 巨大地震による住宅・建築物の
倒壊や大規模火災に伴う甚大な
人的被害の発生 

・民間建築物の耐震化     ・家具固定の推進 

・市街地整備の促進      ・空き家対策 

・消防力の強化        ・出火防止対策 

・公共施設の総合的な管理計画 

1-2 集中豪雨による市街地や集落等
の大規模かつ長期にわたる浸水
被害の発生 

・適切な避難行動の周知啓発 

・河川・水路施設等の整備 

・公共下水道(雨水渠)の整備 

・要配慮者利用施設の避難確保計画策定推進 

・内水ハザードマップの更新による内水氾濫リスク

の周知 

1-3 大規模土砂災害による集落等の
壊滅や甚大な人的被害の発生 

・適切な避難行動の周知啓発【再掲】 

・要配慮者利用施設の避難確保計画策定推進【再掲】 

1-4 情報伝達の不備等による避難行
動の遅れ等で多数の死傷者の発
生 

・防災行政無線     ・外国人への情報伝達 

・ハザードマップの活用 ・防災教育の推進 

・避難行動要支援者対策 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命
に関わる物資供給の長期停止 

・公的備蓄の充実    ・水道施設の耐震化 

・個人備蓄の啓発    ・受援体制の構築 

3-1 市職員・施設等の被災による機
能の大幅な低下 

・業務継続体制の強化 

4-1 情報通信の長期停止による災害 
情報が伝達できない事態 

・活動マニュアルの整備・見直し 

5-1 サプライチェーンの寸断等によ
る企業の生産力低下による競争
力の低下 

・企業の業務継続支援 

5-2 幹線が分断する等、基幹的交通
ネットワークの長期間にわたる
機能停止 

・道路ネットワークの確保 

・幹線道路、東海環状道路アクセス道路整備 

6-2 地域交通ネットワークが分断す
る事態 

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安
の悪化等により復旧・復興が大
幅に遅れる事態 

・自主防災組織育成 

・防災士育成 
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第２章 アクションプラン 
（１）アクションプランの構成 

  施策分野毎に重点化施策、リスクシナリオ、関連施策名、担当部、各施策の具体的な取

り組み内容、重要業績指標（KPI）名、現状値、実績、目標値について表形式で整理した。 

  各施策の具体的な取り組み内容は、重要業績指標（KPI）に関する内容を中心に記載し

ており、各施策の全般的な取り組みは、地域計画の第 5章を参照することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）個別施策分野のアクションプラン
①行政機能

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

1-1

初期値 1回/年以上 2022

(2023)

現状値

（2024）

目標値 1回/年以上 毎年

1-1

初期値

(2023)

現状値

（2024）

目標値 564 維持

3-1

初期値 71施設 2022

(2023)

現状値 71施設 2023

（2024）

目標値 71施設 2027

・避難所運営マニュアル
（新型コロナウイルス感
染症対策編）の更新

整備した備蓄品、設備の
適切な更新、維持管理に
努める。

・避難所運営マニュアル
（新型コロナウイルス感
染症対策編）の更新

整備した備蓄品、設備の
適切な更新、維持管理に
努める。

・避難所運営マニュアル
（新型コロナウイルス感
染症対策編）の更新

整備した備蓄品、設備の
適切な更新、維持管理に
努める。

施設利用計画作成施設数

避難所機能
の充実

3

都市防災
部

教育委員
会

・東日本大震災以降、避難所機能の強化を
進め、新型コロナウイルス感染症対策資機
材を含む備蓄品、設備等は一定の水準に達
しており、整備した備蓄品、設備の適切な
更新、維持管理に努める。
・避難施設の確保にあたっては、避難所と
して必要な機能、感染症への対応につい
て、一定の基準に基づき判断していく。
・災害時に避難施設を効果的に活用すると
ともに、本来の用途での使用再開時に支障
が無いようにするため、災害時に施設のど
の部分を開放し、どのようなスペースを設
定するかを定めた「施設利用計画」の策定
を必要に応じて見直す。
・避難所環境を向上するため、小中学校体
育館にエアコンを設置する。併せて避難所
の熱源・電源の多重化を検討していく。

・避難所運営マニュアル
（新型コロナウイルス感
染症対策編）の更新
・指定拠点避難所体育館
のエアコンを避難所開設
時に円滑に使用できるよ
う、運用方法を見直し
た。

・避難所運営マニュアル
（新型コロナウイルス感
染症対策編）の更新

整備した備蓄品、設備の
適切な更新、維持管理に
努める。

565 2023

564 2022

・緊急地震速報の適切な
維持管理

・緊急地震速報の適切な
維持管理

緊急地震速報導入施設における対応訓練

緊急地震速
報時の対応
強化

1回/年以上 2023

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2

・災害に備え、指定緊急避難場所564施設
を指定している。民間施設等との協定等に
より引き続き避難施設の確保に努めるとと
もに、ハザードマップ、総合防災安心読本
の配布や防災アプリにより、避難施設の位
置について周知強化に努める。

・指定福祉避難所追加
（3箇所）
・岐阜市総合防災安心読
本の配布
・防災訓練や講話等での
周知(防災アプリ等の利
用促進）
・洪水3Dハザードマップ
の公開

・岐阜市総合防災安心読
本の配布
・防災訓練や講話等での
周知(防災アプリ、洪水
3Dハザードマップ等の利
用促進）

・岐阜市総合防災安心読
本の配布
・防災訓練や講話等での
周知(防災アプリ、洪水
3Dハザードマップ等の利
用促進）

都市防災
部

都市防災
部

1

・不特定多数の人が出入りするすべての市
有施設において、緊急地震速報を導入し、
各施設において年1回以上の対応訓練を
行っている。引き続き、適切な維持管理に
努めるとともに、各施設における緊急地震
速報対応マニュアルを策定、必要に応じて
見直す。

・緊急地震速報の適切な
維持管理

・緊急地震速報の適切な
維持管理

・緊急地震速報の適切な
維持管理

・岐阜市総合防災安心読
本の配布
・防災訓練や講話等での
周知(防災アプリ、洪水
3Dハザードマップ等の利
用促進）

・岐阜市総合防災安心読
本の配布
・防災訓練や講話等での
周知(防災アプリ、洪水
3Dハザードマップ等の利
用促進）

指定緊急避難場所数

避難施設の
確保

5



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-1ほか

初期値 ①100.0% ①2022

(2023) ②46隊 ②2022

③19.7% ③2022

④－ ④－

現状値 ①100.0% ①2023

（2024） ②46隊 ②2023

③20.0% ③2023

④－ ④－

目標値 ①100.0%

②46隊 ②維持

③22.1% ③2029

④2025

2-2

初期値 93.6% 2022

(2023) （2,824人）

現状値 93.9% 2023

（2024） （2,832人）

目標値 100.0% 2027

(3,015人)

1-1ほか

初期値 714本 2022

(2023)

現状値 714本 2023

（2024）

目標値 ― 毎年実施

消防人材・
消防団員の
確保・育成

消防本部

5 消防本部

・令和3年4月に震度6弱以上の地震に限定
して出動し、基本団員だけでは対応できな
い安否確認や避難誘導などの役割を担う
「大規模災害団員」を導入した。
・消防団員の活動の対価である報酬額を見
直す処遇改善を図るとともに、消防団の主
な行事を見直し、負担を軽減することで消
防団員の確保対策に取り組んでいる。ま
た、インセンティブ制度、消防団協力事業
所表示制度、消防団活動認証制度等により
引き続き消防団員の確保対策に努める。

・ラジオ、SNS等により
広報を実施

・ラジオ、SNS等により
広報を実施

初期消火対
策

6

●

・巨大地震発生時において、効果的な消防
活動を実施し被害の軽減を図るため、大震
消防対策を策定しており、効果的な消防活
動を行うため、大震消防対策を定期的に見
直す。また、現状の消防力を上回る災害が
発生した場合は、岐阜県広域消防相互応援
基本計画及び緊急消防援助隊を要請するこ
とで消防力を増強し対応するため、近隣の
消防機関等と訓練を実施し、連携の強化を
図る。
・常備消防の庁舎の老朽化に伴い、倒壊危
険の高い庁舎から、岐阜市消防本部消防庁
舎整備計画に基づき順次建て替えを実施し
ていく。また、消防広域化による消防力の
不均衡を速やかに解消するため、岐阜市消
防本部消防庁舎適正配置計画に基づき、岐
阜北消防署及び消防本部整備工場移転建設
事業を推進するとともに引き続き事業の進
捗を図る。
・消防団施設の老朽化に伴い、倒壊危険の
高い施設から、岐阜市消防団拠点整備事業
計画に基づき順次建て替えを実施してお
り、引き続き事業の進捗を図る。

・耐震診断結果に基づく
消防団施設の建て替えは
完了
・車両の更新に併せ、緊
急消防援助隊登録車両を
更新し、登録数を維持し
た
・防火水槽長寿命化計画
に基づき機能診断調査及
び長寿命化対策を実施し
た
・岐阜北消防署及び消防
本部整備工場用地買収
（A＝5,405㎡）、造成工
事、実施設計

・耐震診断結果に基づく
消防団施設の建て替えは
完了
・車両の更新に併せ、緊
急消防援助隊登録車両を
更新し、登録数を維持す
る
・防火水槽長寿命化計画
に基づき長寿命化対策に
係る設計書作成
・岐阜北消防署及び消防
本部整備工場建設工事

・耐震診断結果に基づく
消防団施設の建て替えは
完了
・車両の更新に併せ、緊
急消防援助隊登録車両を
更新し、登録数を維持す
る
・防火水槽長寿命化計画
に基づき長寿命化対策を
実施
・岐阜北消防署及び消防
本部整備工場建設工事及
び庁用備品調達

③防火水槽の耐震化率

消防本部

④岐阜北消防署及び消防本部整備工場移転

・街頭消火器713本更新 ・街頭消火器713本更新 街頭消火器更新(6,633 本) ・巨大地震発生時において、火災が発生し
た際に、地域住民が初期消火をするため、
街頭消火器を市街地、準市街地を中心に
6,633本設置し更新計画に基づき、定期的
に更新するとともに、大規模地震が発生し
た場合、その効果について検証する。

・街頭消火器713本更新 ・街頭消火器713本更新・街頭消火器714本更新

②緊急消防援助隊の登録数

・耐震診断結果に基づく
消防団施設の建て替えは
完了
・車両の更新に併せ、緊
急消防援助隊登録車両を
更新し、登録数を維持す
る
・防火水槽長寿命化計画
に基づき長寿命化対策を
実施
・岐阜北消防署及び消防
本部整備工場供用開始

・耐震診断結果に基づく
消防団施設の建て替えは
完了
・車両の更新に併せ、緊
急消防援助隊登録車両を
更新し、登録数を維持す
る
・防火水槽長寿命化計画
に基づき長寿命化対策を
実施

①耐震診断結果に基づく岐阜市消防団拠点整備数

・ラジオ、SNS等により
広報を実施

・ラジオ、SNS等により
広報を実施

・ラジオ、SNS等により
広報を実施

消防団員（基本団員）、大規模災害団員の充足率

④岐阜北消防署及び
消防本部整備工場移
転

消防力の強
化

4

6



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-1ほか

初期値 ①77.3% ①2022

(2023) ②100% ②2022

現状値 ①82.4％ ①2023

（2024） ②100％ ②2023

目標値 ①80.0％ ①2023

②100.0% ②毎年

7-3

初期値 100.0% 2022

(2023) （1,142計画数）

現状値 100.0% 2023

（2024） （1,142計画数）

目標値 100.0% 毎年

（1,142計画数）

2-4

初期値 12,985人/年 2022

(2023)

現状値  17,096人/年 2023

（2024）

目標値 20,515人/年 2027

1-4

初期値 56基 2022

(2023)

現状値 56基 2023

（2024）

目標値 471基 2027

・日曜、夜間救命講習、
各種団体等への救命講習
の実施
・地域防災訓練での救命
講習の実施
・AED設置施設に対して
救命講習の受講啓発

・日曜、夜間救命講習、
各種団体等への救命講習
の実施
・地域防災訓練での救命
講習の実施
・AED設置施設に対して
救命講習の受講啓発

・日曜、夜間救命講習、
各種団体等への救命講習
の実施
・地域防災訓練での救命
講習の実施
・AED設置施設に対して
救命講習の受講啓発救命救急体

制の充実

9 消防本部

・大規模広域災害の発災直後は、救急活動
を停止せざるを得ないおそれがある。ま
た、機動力の低下や被災による道路状況の
悪化により、活動が困難となる。そのよう
な場合に、消防団員、大規模災害団員及び
自主防災隊等による救護や搬送の必要があ
るため、各種団体への救命講習を引き続き
実施していく。

●

・防災行政無線の適切な
維持管理
・防災行政無線屋外子局
の更新

・防災行政無線の適切な
維持管理
・防災行政無線屋外子局
の更新

①住宅用火災警報器の設置率

出火防止対
策

防災行政無
線

都市防災
部

・平素の消防同意事務を通じて、建築物の
防火に関する法令の規定を踏まえ、防火上
の安全性及び消火活動上の観点から審査、
指導を行なっているので、随時法令改正の
対応を行う。
・防火対象物の立入検査を3～5年に1回以
上実施し、消防法令等の違反について随時
指導若しくは、行政処分を含めた違反処理
の実施をしている。引き続き適切な消防検
査、対応を行う。

避雷対策済の無線子局数

救命講習実施状況・日曜、夜間救命講習、
各種団体等への救命講習
の実施
・地域防災訓練での救命
講習の実施
・AED設置施設に対して
救命講習の受講啓発

・日曜、夜間救命講習、
各種団体等への救命講習
の実施
・地域防災訓練での救命
講習の実施
・AED設置施設に対して
救命講習の受講啓発

②岐阜市火災予防査察規程に基づく立入検査

7

・許認可業務を適切に行
うとともに、立入検査時
等に覚知した違反につい
ては、指導若しくは、行
政処分を含めた違反処理
を実施し、是正させる。

・許認可業務を適切に行
うとともに、立入検査時
等に覚知した違反につい
ては、指導若しくは、行
政処分を含めた違反処理
を実施し、是正させる。

・許認可業務を適切に行
うとともに、立入検査時
等に覚知した違反につい
ては、指導若しくは、行
政処分を含めた違反処理
を実施し、是正させる。

岐阜市火災予防査察規程等に基づく立入検査

危険物施設
及び高圧ガ
ス製造施設
等への立入
検査

8 消防本部

・消防同意業務では法令
に基づき、適切な審査を
行った。
・防火対象物の立入検査
を3～5年に1回以上実施
し、違反を覚知した際
は、指導若しくは、行政
処分を含めた違反処理を
実施し、是正させた。

・消防同意業務では法令
に基づき、適切な審査を
行う。
・防火対象物の立入検査
を3～5年に1回以上実施
し、違反を覚知した際
は、指導若しくは、行政
処分を含めた違反処理を
実施し、是正させる。

・消防同意業務では法令
に基づき、適切な審査を
行う。
・防火対象物の立入検査
を3～5年に1回以上実施
し、違反を覚知した際
は、指導若しくは、行政
処分を含めた違反処理を
実施し、是正させる。

・消防同意業務では法令
に基づき、適切な審査を
行う。
・防火対象物の立入検査
を3～5年に1回以上実施
し、違反を覚知した際
は、指導若しくは、行政
処分を含めた違反処理を
実施し、是正させる。

・消防同意業務では法令
に基づき、適切な審査を
行う。
・防火対象物の立入検査
を3～5年に1回以上実施
し、違反を覚知した際
は、指導若しくは、行政
処分を含めた違反処理を
実施し、是正させる。

・消防法及び高圧ガス保安法等による許可
申請・届出に対し、適切に指導を行ってい
る。また、各施設へ定期的に立入検査を行
い、事故防止等を含めた法令指導を行って
いる。危険度・緊急性の高い違反について
は、行政処分を含めた違反処理の実施をし
ている。引き続き適切な検査、指導に努め
る。

・許認可業務を適切に行
うとともに、立入検査時
等に覚知した違反につい
ては、指導若しくは、行
政処分を含めた違反処理
を実施し、是正させた。

・許認可業務を適切に行
うとともに、立入検査時
等に覚知した違反につい
ては、指導若しくは、行
政処分を含めた違反処理
を実施し、是正させる。

●
消防本部

・防災行政無線屋外子局を市内に471 基設
置し、運用している。雷対策や適切な維持
管理を進めるとともに、設置から10年以上
が経過していることから、計画的に更新し
ていく。
・移動式無線（MCA）について、市内の災
害時の拠点施設や関係機関用に約300 機を
配備している。適切な維持管理を行うとと
もに、訓練時に活用し配備先の使用者が操
作方法を把握しておく。

・防災行政無線の適切な
維持管理
・防災行政無線屋外子局
の更新計画作成

・防災行政無線の適切な
維持管理
・防災行政無線屋外子局
の基本設計

・防災行政無線の適切な
維持管理
・防災行政無線屋外子局
の更新

10
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-4ほか

2-1

4-1

初期値 ①54回 ①2022

(2023) ②1回/年 ②2022

現状値 ①54回 ①2023

（2024） ②1回/年以上 ②2023

目標値 ①54回 毎年維持

②1回/年以上 毎年

2-1

13
都市防災

部

・被災者が安否確認に使用する通信手段と
して、特設公衆電話を市内54施設に事前設
置している。特設公衆電話による安否確認
は、災害用伝言ダイヤル（171）の使用を
前提としていることから、地域防災訓練等
で総合防災安心読本等による周知や特設公
衆電話の体験利用コーナーを設けるなど、
災害用伝言ダイヤル（171）の使用法の普
及に努める。また、緊急時に確実に使用で
きるよう、通信試験を定期的に実施する。

・特設公衆電話の年次点
検を実施

・特設公衆電話の年次点
検を実施

特設公衆電
話の配備

・備蓄計画に基づく災害
用備蓄食料等の更新
・災害用備蓄品の維持管
理及び取り扱い方法の周
知啓発の実施

設定なし

公的備蓄の
充実

設定なし

情 報 伝 達
ツールの多
重化

設定なし

・特設公衆電話の年次点
検を実施

・特設公衆電話の年次点
検を実施

・特設公衆電話の年次点
検を実施

①地域防災訓練等における体験利用実施回数

②通話試験回数

・システムの適切な維持
管理
・システム操作訓練の実
施

・システムの適切な維持
管理
・システム操作訓練の実
施

・システムの適切な維持
管理
・システム操作訓練の実
施

12

・システムの適切な維持
管理
・システム操作訓練の実
施

・システムの適切な維持
管理

・システムの適切な維持
管理

・システムの適切な維持
管理

都市防災
部

・災害時に避難情報等の緊急情報を迅速か
つ確実に伝達するため、SNS、緊急速報
メールやコミュニティFM への割り込みな
ど、複数のツールを一括して配信するシス
テムを導入している。引き続き更なる発信
の迅速化を図る。

・システムの適切な維持
管理

・システムの適切な維持
管理

11

総合防災情
報システム
の維持・更
新

都市防災
部

・災害情報の発信、集約を効率的に行うた
め、防災情報システムを更新し、より円滑
かつ迅速な災害対応業務が可能となった。
今後は、実践に即した研修等により、操作
者の習熟度を高めていく。

・システムの適切な維持
管理
・システム操作訓練の実
施

14 ●
都市防災

部

・南海トラフ巨大地震被害想定の見直しを
行った。想定避難者数は約20,600 人であ
るが、想定以上の避難者が発生する可能性
もあるため、これまでの災害で得られた教
訓により、1.9 倍の約39,100 人の3 日分
の食料、飲料水、新型コロナウイルス感染
症対策資機材等を備蓄しており、引き続き
定期的かつ効率的な更新に努める。
・市内50 地域に発動発電機を3 台備蓄し
ているほか、コミュニティセンター等に発
電機を計81台備蓄している。適切な維持管
理に努めるとともに、その使用方法につい
て地域防災訓練等の場を活用し、より多く
の地域住民に周知していく。

・備蓄計画に基づく災害
用備蓄食料等の更新
・災害用備蓄品の維持管
理及び取り扱い方法の周
知啓発の実施

・備蓄計画に基づく災害
用備蓄食料等の更新
・災害用備蓄品の維持管
理及び取り扱い方法の周
知啓発の実施

・備蓄計画に基づく災害
用備蓄食料等の更新
・災害用備蓄品の維持管
理及び取り扱い方法の周
知啓発の実施

・備蓄計画に基づく災害
用備蓄食料等の更新
・災害用備蓄品の維持管
理及び取り扱い方法の周
知啓発の実施

8



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-5

初期値 40回 2022

(2023)

現状値 46回 2023

（2024）

目標値 50回/年 毎年

2-3

初期値 随時 2022

(2023)

現状値 更新 2023

（2024）

目標値 随時更新 ―

3-1

初期値 1回/年 2022

(2023)

現状値 0回/年 2023

（2024）

目標値 1回/年 毎年

・職員用食料、飲料水の
確保
・職員参集予測を実施
し、それを各部に提供す
る。さらに各部の職員の
派遣、受入に係る対応に
ついての回答を集約す
る。
・職員安否確認マニュア
ルの見直し

職員用食料、飲料水の確
保
・職員参集予測を実施
し、それを各部に提供す
る。さらに各部の職員の
派遣、受入に係る対応に
ついての回答を集約す
る。
・職員安否確認マニュア
ルの見直し

・帰宅困難者マニュアル
の更新、時点修正
・帰宅困難者用備品の維
持管理
・関係機関と情報伝達訓
練等の実施

帰宅困難者
対策

15
都市防災

部

・災害時にトイレが不足する事態に備え、
小中学校等に簡易トイレ、固液分離型トイ
レ、水が使用できない状況下でも除菌清掃
ができる感染対策災害時清掃キット、汚物
圧縮保管袋等の備蓄を行っている。また、
小学校等各地域の拠点避難所にマンホール
トイレを各5 基設置している。必要に応
じ、備蓄数の見直しや施設の追加整備を検
討する。
・過去の災害においては、避難施設におけ
るトイレの使用マナーがたびたび問題と
なっていることから、トイレの適切かつ衛
生的な使用方法について、避難所運営マ
ニュアルへの記載や、平常時からの啓発に
より市民に意識付けしていく。また、災害
用トイレの個人備蓄の必要性を、出前講座
や地域の防災訓練等を通じての啓発を進め
ていく。

職員用食料、飲料水の確
保
・職員参集予測を実施
し、それを各部に提供す
る。さらに各部の職員の
派遣、受入に係る対応に
ついての回答を集約す
る。
・職員安否確認マニュア
ルの見直し業務継続体

制の強化

17 ●
都市防災

部
行政部

・岐阜市業務継続計画（BCP）を定期的に
更新し、非常時優先業務のための職員の確
保体制を維持する。
・岐阜市業務継続計画（BCP）において、
非常時優先業務や、職員の安否確認につい
て定めるとともに、毎年、職員の参集予測
を実施し、部局間の職員派遣に関する計画
を策定している。引き続き非常時優先業務
の執行のための職員の確保体制を維持す
る。
・職員用食料、飲料水を確保し、庁舎整備
により電気、ガス、水道、通信のライフラ
イン対策は完了しているが、引き続き非常
時優先業務の執行環境の確保に努める。
・ICT 部門の業務継続計画（ICT-BCP)を策
定し災害に備えているが、作成したICT-
BCP が形骸化しないよう、継続的な見直し
を行う。

・職員用食料、飲料水の
確保
・職員参集予測を実施
し、それを各部に提供す
る。さらに各部の職員の
派遣、受入に係る対応に
ついての回答を集約す
る。
・職員安否確認マニュア
ルの見直し

・職員用食料、飲料水の
確保
・職員参集予測を実施
し、それを各部に提供す
る。さらに各部の職員の
派遣、受入に係る対応に
ついての回答を集約す
る。
・職員安否確認マニュア
ルの見直し

・帰宅困難者マニュアル
の更新、時点修正
・帰宅困難者用備品の維
持管理
・関係機関と情報伝達訓
練等の実施

・帰宅困難者マニュアル
の更新、時点修正
・帰宅困難者用備品の維
持管理
・関係機関と情報伝達訓
練等の実施

・帰宅困難者マニュアル
の更新、時点修正
・帰宅困難者用備品の維
持管理
・関係機関と情報伝達訓
練等の実施

16
都市防災

部

・災害被害想定調査の再調査結果に基づき
想定避難者数の見直しを行い、南海トラフ
巨大地震の災害被害想定調査に基づき岐阜
駅周辺の帰宅困難者を4,000人、庁舎整備
における帰宅困難者を250人とした。
・帰宅困難者用備蓄品の適切な維持管理に
努めるとともに、帰宅困難者の誘導、受け
入れ、備蓄品の配布等を明記したマニュア
ルにより関係機関と情報連絡訓練等を行
う。

・帰宅困難者マニュアル
の更新、時点修正
・帰宅困難者用備品の維
持管理
・関係機関と情報伝達訓
練等の実施

・災害備蓄用のトイレ各
種について維持管理を実
施
・防災訓練や防災講話に
おいて、災害時のトイレ
の重要性等に啓発

・災害備蓄用のトイレ各
種について維持管理を実
施
・防災訓練や防災講話に
おいて、災害時のトイレ
の重要性等に啓発

・災害備蓄用のトイレ各
種について維持管理を実
施
・防災訓練や防災講話に
おいて、災害時のトイレ
の重要性等に啓発

避難所運営訓練（ＨＵＧ） 実施回数（通算） ・災害備蓄用のトイレ各
種について維持管理を実
施
・防災訓練や防災講話に
おいて、災害時のトイレ
の重要性等に啓発

・災害備蓄用のトイレ各
種について維持管理を実
施
・防災訓練や防災講話に
おいて、災害時のトイレ
の重要性等に啓発

帰宅困難者対応マニュアルの随時更新

災害用トイ
レ対策

職員参集予測の実施

9



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-1ほか

初期値 ①更新 ①2022

(2023) ②104協定 ②2022

③－ ③2022

現状値 ①更新 ①2023

（2024） ②106協定 ②2023

③北部防災備蓄拠点実施設計 ③2023

目標値 ①随時更新 ①随時

②114協定 ②2027

③北部防災備蓄拠点完成 ③2025

5-3

初期値 17件 2022

(2023)

現状値 18件 2023

（2024）

目標値 維持

6-1

初期値 6機関 2022

(2023)

現状値 31機関 2023

（2024）

目標値 6機関以上 毎年

6-2

初期値 10件 2022

(2023)

現状値 10件 2023

（2024）

目標値 10件 維持

20
都市防災

部

・ライフライン事業者の復旧活動拠点候補
地として、災害時のオープンスペースの利
用に関する協定を締結するなど、ライフラ
インの復旧への協力体制を整えている。平
常時から岐阜ライフライン防災ネットワー
ク会議等を通じた情報交換や訓練及び防災
フェアに参加いただくなど、引き続き連携
の強化に努める。

・ライフライン事業者と
定期的な情報交換会議を
構築
・ライフライン事業者の
市防災フェア参加

・ライフライン事業者と
定期的な情報交換会議を
構築
・ライフライン事業者の
市防災フェア参加

ライフライ
ン事業者と
の協力連携
の強化

・協定締結先に総合防災
訓練への参加を依頼する

・協定締結先に総合防災
訓練への参加を依頼する

公共施設復旧に資する土木・建築関連団体との協定数

道路等の復
旧に係る協
定締結

21
都市防災

部

・関係団体による被害状況の調査や、公共
施設の応急復旧活動への協力について、協
定を締結し、体制の構築に努めている。協
定締結によるインセンティブを充実させる
など、締結先の拡大に引き続き務めるとと
もに、平時から連絡を密にし、連携の強化
に努める。

・協定締結先に総合防災
訓練への参加を依頼する

・協定締結先に総合防災
訓練への参加を依頼する

・協定締結先に総合防災
訓練への参加を依頼する

・協定締結先に総合防災
訓練参加依頼

・協定締結先に総合防災
訓練参加依頼

協定締結の
促進

19
都市防災

部

・民間企業等と協定を締結し、食料等の確
保体制を構築している。引き続き体制を維
持するとともに、平常時から協定締結先と
の「顔の見える関係」の構築、協定に基づ
く訓練に努める。

・協定締結先に総合防災
訓練参加依頼

・協定締結先に総合防災
訓練参加依頼

・岐阜市災害時受援・支
援計画の更新、時点修正

①岐阜市災害時受援・支援計画

受援体制の
構築

②災害時応援協定の締結

③北部防災備蓄拠点の整備

・協定締結先に総合防災
訓練参加依頼

物資の確保、供給に係る民間団体との協定数

・ライフライン事業者と
定期的な情報交換会議を
構築
・ライフライン事業者の
市防災フェア参加

・ライフライン事業者と
定期的な情報交換会議を
構築
・ライフライン事業者の
市防災フェア参加

・ライフライン事業者と
定期的な情報交換会議を
構築
・ライフライン事業者の
市防災フェア参加

防災フェアに参加する事業者

都市防災
部

・災害時に、市外からの救援物資や、自衛
隊、警察、消防などの応援部隊の受入れ体
制を定めた「岐阜市災害時受援・支援計
画」を策定している。災害時の支援物資の
一時集積配分拠点として4施設を設定し、
備蓄拠点を経て、各地域の防災拠点へと搬
送する体制を確保している。東海環状自動
車道の開通、国道21号の立体化の進捗等を
踏まえ計画の見直しを行い、実効性を高め
ていく。
・北部防災備蓄拠点については、老朽化等
を踏まえ、岐阜北消防署及び消防本部整備
工場移転建設事業に併せて、敷地内に移転
建設するとともに、災害時に防災拠点 施 設
を適切に運用できるよう計画の見直しを適
宜行う。

・岐阜市災害時受援・支
援計画の更新、時点修正
・北部防災備蓄拠点実施
設計

・岐阜市災害時受援・支
援計画の更新
・北部防災備蓄拠点移転
建設工事

・岐阜市災害時受援・支
援計画の更新、時点修正
・北部防災備蓄拠点移転
建設工事、2025年度末完
成予定

・岐阜市災害時受援・支
援計画の更新、時点修正
・北部防災備蓄拠点運用
開始予定

18 ●

10



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

8-2

初期値 1回/年 2022

(2023)

現状値 1回/年 2023

（2024）

目標値 1回/年 以上 毎年

1-4

初期値 49地域 2022

(2023)

現状値 49地域 2023

（2024）

目標値 50地域 2027

8-2

初期値 ①3回/年 ①2022

(2023) ②3回/年 ②2022

現状値 ①3回/年 ①2023

（2024） ②3回/年 ②2023

目標値 ①3回/年以上 ①毎年

②3回/年以上 ②毎年

22
市民協働
推進部

・災害ボランティアに対し、大規模災害が
発生した際、初期対応に遅れが生ずること
なく円滑に活動出来るよう、岐阜市社会福
祉協議会などの関係機関と連携し、岐阜市
災害ボランティア計画等に基づき毎年「災
害ボランティアセンター」の設置訓練及び
運営訓練を行っている。実効性を確保する
ため継続して訓練を実施する。
・岐阜市社会福祉協議会及び岐阜青年会議
所との災害時における協力体制に関する協
定書に基づき、必要な資機材を調達・支援
する方法等について連携強化を図ってい
く。

・岐阜市災害ボランティ
ア計画に記載する関係機
関、協力機関・連携機関
との会議を年１回開催

・岐阜市災害ボランティ
ア計画に記載する関係機
関、協力機関・連携機関
との会議を年１回開催

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・岐阜市災害ボランティ
ア計画に記載する関係機
関、協力機関・連携機関
との会議を年１回開催

・岐阜市災害ボランティ
ア計画に記載する関係機
関、協力機関・連携機関
との会議を年１回開催

・岐阜市災害ボランティ
ア計画に記載する関係機
関、協力機関・連携機関
との会議を年１回開催

災害ボランティアセンターの設置訓練及び運営訓練の実施

ボランティ
ア対策

職員参集体
制等の確立

②情報伝達訓練実施回数

24
都市防災

部

・職員やその家族が被災することにより登
庁できない事態や、地域派遣職員が避難所
に行けない事態等を回避するため、訓練へ
の参加、研修等により職員の防災意識、自
助実践率を高め、防災体制及び避難所の運
営体制を確立する。

・新規採用職員研修、地
域派遣職員研修、災害対
策本部職員研修を実施
・情報伝達訓練を実施

・新規採用職員研修、地
域派遣職員研修、災害対
策本部職員研修を実施
・情報伝達訓練を実施

・新規採用職員研修、地
域派遣職員研修、災害対
策本部職員研修を実施
・情報伝達訓練を実施

・新規採用職員研修、地
域派遣職員研修、災害対
策本部職員研修を実施
・情報伝達訓練を実施

・新規採用職員研修、地
域派遣職員研修、災害対
策本部職員研修を実施
・情報伝達訓練を実施

①職員向け防災研修

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

市の支援制度等により育成した防災士数（各地区1人以上）

地域の防災
力の向上

23
都市防災

部

・被害を軽減するためには「自助」「共
助」「公助」が重要であり、地域ぐるみで
自分たちのまちは自分たちで守るための
「共助」の取り組みを行っている自主防災
組織が市内50地域すべてに組織され、訓練
等様々な防災活動を展開している。平常時
は防災知識の普及、防災資機材の点検、防
災訓練の実施及び要配慮者、避難行動要支
援者対応を行い、災害時には避難所の開
設・運営、情報の伝達・収集、初期消火活
動、救出、救護活動及び要配慮者、避難行
動要支援者支援を行う。市は、研修会や防
災士育成支援等により、自主防災組織の取
り組みの支援、フォローアップ等の継続教
育の実施及び新たな人材の育成策を充実さ
せ、地域防災力の一層の強化を図る。
・災害のおそれがあるときに、コミュニ
ティバスを利用して避難した場合の利用料
を無料とすることで、自家用車を持たない
高齢者や障がい者など避難に時間や労力を
要する方の早期避難を促し逃げ遅れを防
ぐ。

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

11



②都市・住宅・土地利用

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

1-1

初期値 ①81.0% ①2018

(2023) ②87.0% ②2020

現状値 ①81.0% ①2018

（2024） ②87.0% ②2020

目標値 ①95.0% ①2025

②95.0% ②2025

1-1

1-1

初期値 ①―

(2023)
②第二次スクリーニ
ング未着手

2022

現状値 ①基礎調査の実施

（2024） ②調査手法の検討 2023

目標値 ①区域指定 2025

②調査（既存盛土調
査）の実施

2025

①盛土規制の運用

②盛土規制法に基づき基
礎調査（既存盛土調査）
を実施

①盛土規制の運用

②盛土規制法に基づき基
礎調査（既存盛土調査）
を実施

②基礎調査（既存盛土調査）を実施

26 ●
まちづく
り推進部

・空家等対策の推進に関する特別措置法に
基づき、平成29年度に「岐阜市空家等対策
協議会」を設置し、平成30年度には「岐阜
市空家等対策計画」を策定した。現在、同
計画に基づいて各種施策を実施しており、
今後も継続していく。

・空家等対策計画の期間
を延長し、引き続き同計
画に基づいて各種施策を
実施する。

・空家等対策計画に基づ
き、各種施策を実施す
る。

25 ●
まちづく
り推進部

・平成30年住宅・土地統計調査を基にした
推計値によると、住宅の耐震化率は81%。
また、令和3年2月時点の多数の者が利用す
る建築物（1号特定建築物）の耐震化率は
87%と推計している。いずれも岐阜市建築
物耐震改修促進計画（第2期計画）で掲げ
た目標には至っていないが、耐震性が不十
分な住宅等は減少しており、これまでの補
助制度や啓発などの施策により一定の成果
は得られている。今後も住宅耐震講座など
の機会を活用して、耐震化率の向上を図
る。

・住宅耐震講座を開催し
耐震化を啓発
・建築物等耐震化促進事
業による補助、木造住宅
耐震診断事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・住宅耐震講座を開催し
耐震化を啓発
・建築物等耐震化促進事
業による補助、木造住宅
耐震診断事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

27
まちづく
り推進部

・令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土
石流災害を踏まえ、県は不適正な盛土の未
然防止を図るとともに、盛土に関する不適
正事案に対し迅速かつ的確に対応するた
め、関係機関と相互に情報共有を行う岐阜
地域の組織として岐阜地域連携会議を設置
し、本市も連携会議の構成員である。庁内
関係部局で情報共有を図るとともに、必要
な対策を講ずる。なお、国から依頼のあっ
た盛土総点検の結果、直ちに崩落等の危険
のある箇所はないとされ、岐阜市において
不適正事案はない。
・盛土規制法の公布に伴い、盛土等の規制
を行っていく。⇒①

・盛土規制法に基づき基礎調査（既存盛土
調査）を実施⇒②

①基礎調査

②調査手法の検討

①関係機関協議

②盛土規制法に基づき基
礎調査（既存盛土調査）
を実施

盛土対策

①区域指定・盛土規制の
運用
②盛土規制法に基づき基
礎調査（既存盛土調査）
を実施

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

民間建築物
の耐震化

②多数の者が利用する建築物（1号特定建築物）の耐震化率

・住宅耐震講座を開催し
耐震化を啓発
・建築物等耐震化促進事
業による補助、木造住宅
耐震診断事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・住宅耐震講座を開催し
耐震化を啓発
・建築物等耐震化促進事
業による補助、木造住宅
耐震診断事業の実施

・住宅耐震講座を開催し
耐震化を啓発
・建築物等耐震化促進事
業による補助、木造住宅
耐震診断事業の実施

①住宅の耐震化率

①盛土規制法に基づく区域指定

・空家等対策計画に基づ
き、各種施策を実施す
る。

・空家等対策計画に基づ
き、各種施策を実施す
る。

・空家等対策計画に基づ
き、各種施策を実施す
る。

設定なし

空き家対策

12



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

8-2

初期値 ①93% ①2022

(2023) ②19人 ②2022

現状値 ①92% ①2023

（2024） ②42人 ②2023

目標値 ①維持

②維持

1-1ほか

初期値 4.75ha 2022

(2023)

現状値 4.75ha 2023

（2024）

目標値 ―

1-1ほか

1-1ほか

初期値 9.0㎡/人 2022

(2023)

現状値 9.0㎡/人 2023

（2024）

目標値 10㎡/人 2035

②宅地危険度判定士の人数

応急危険度
判定士育成

28
まちづく
り推進部

・令和4年4月1日現在、市職員による被災
建築物応急危険度判定士の有資格者は86
人、判定コーディネーターは24人、宅地危
険度判定士の有資格者は19人。
・不足する場合は県へ派遣要請することと
なるが、大規模な応援は見込めないため、
市において判定士やコーディネーターを育
成し、応急危険度判定体制の強化を図る。

・岐阜県被災建築物応急
危険度判定士養成講習
会、判定コーディネー
ター研修会への参加
・令和6年能登半島地震
へ判定士4名を派遣
・宅地危険度判定士講習
の受講

・岐阜県被災建築物応急
危険度判定士養成講習
会、判定コーディネー
ター研修会への参加
・宅地危険度判定士講習
の受講

・岐阜県被災建築物応急
危険度判定士養成講習
会、判定コーディネー
ター研修会への参加
・宅地危険度判定士講習
の受講

①応急危険度判定士取得率・岐阜県被災建築物応急
危険度判定士養成講習
会、判定コーディネー
ター研修会への参加
・宅地危険度判定士講習
の受講

・岐阜県被災建築物応急
危険度判定士養成講習
会、判定コーディネー
ター研修会への参加
・宅地危険度判定士講習
の受講

・「岐阜市みどりの基本
計画」及び「岐阜市公園
施設長寿命化計
画」に基づき、
防災機能の強化や公園施
設の改修・更新を実施

・「岐阜市みどりの基本
計画」及び「岐阜市公園
施設長寿命化計
画」に基づき、
防災機能の強化や公園施
設の改修・更新を実施

・「岐阜市みどりの基本
計画」及び「岐阜市公園
施設長寿命化計
画」に基づき、
防災機能の強化や公園施
設の改修・更新を実施

一人当たり都市公園面積

31
都市建設

部

・公園・広場・緑地等は、災害時に避難場
所、救援活動拠点、火災の延焼防止等の役
割を果たす重要な施設であることから、
「岐阜市みどりの基本計画」や「岐阜市地
域防災計画」等の計画と連携し、防災機能
の強化に努める。
・公園・広場・緑地等が安全・安心に利用
できるよう、「岐阜市みどりの基本計画」
や「岐阜市公園施設長寿命化計画」等に基
づき、計画的な公園等の施設の改修・更新
および適切な維持管理に努めていく。

・「岐阜市みどりの基本
計画」及び「岐阜市公園
施設長寿命化計
画」に基づき、
防災機能の強化や公園施
設の改修・更新を実施

・「岐阜市みどりの基本
計画」及び「岐阜市公園
施設長寿命化計
画」に基づき、
防災機能の強化や公園施
設の改修・更新を実施

公園整備の
促進

30
都市建設

部

・土地区画整理事業を促進することによ
り、狭あい道路の解消を行い、火災の延焼
防止等、都市の防災機能を向上させる。

・鷺山中洙土地区画整理
事業の推進
(都)長良糸貫線
(都)鷺山下土居線
正木5号排水路
・加納・茶所統合駅周辺
土地区画整理事業の推進
(都)岐阜笠松線
(都)栄町蔵前線

・鷺山中洙土地区画整理
事業の推進
(都)長良糸貫線
(都)鷺山下土居線
正木5号排水路
・加納・茶所統合駅周辺
土地区画整理事業の推進
(都)岐阜笠松線
(都)栄町蔵前線

・岐阜駅北中央東地区第
一種市街地再開発事業の
促進
・岐阜駅北中央西地区第
一種市街地再開発事業の
促進

・岐阜駅北中央東地区第
一種市街地再開発事業の
促進
・岐阜駅北中央西地区第
一種市街地再開発事業の
促進

・岐阜駅北中央東地区第
一種市街地再開発事業の
促進
・岐阜駅北中央西地区第
一種市街地再開発事業の
促進

市街地再開発事業完了面積

市街地整備
の促進

29 ●
都市建設

部

・都市の防災機能を向上させるため、老朽
化又は非耐火建築物が密集している地区等
において、建物の耐震化、不燃化等を図る
市街地再開発事業を促進する。

・岐阜駅北中央東地区第
一種市街地再開発事業の
促進
・岐阜駅北中央西地区第
一種市街地再開発事業の
促進

・岐阜駅北中央東地区第
一種市街地再開発事業の
促進
・岐阜駅北中央西地区第
一種市街地再開発事業の
促進

・鷺山中洙土地区画整理
事業の推進
(都)長良糸貫線
(都)鷺山下土居線
正木5号排水路
・加納・茶所統合駅周辺
土地区画整理事業の推進
(都)岐阜笠松線
(都)栄町蔵前線

・鷺山中洙土地区画整理
事業の推進
(都)長良糸貫線
(都)鷺山下土居線
正木5号排水路
・加納・茶所統合駅周辺
土地区画整理事業の推進
(都)岐阜笠松線
(都)栄町蔵前線

・加納・茶所統合駅周辺
土地区画整理事業の推進
(都)岐阜笠松線
(都)栄町蔵前線

設定なし

土地区画整
理事業の促
進

13



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-1

1-2

初期値 0.686 2022

(2023)

現状値 73.1% 2023

（2024）

目標値 89.0% 2025

2-1ほか

初期値 ①66.0% ①2022

(2023) ②81.0% ②2022

現状値 ①66.0% ①2023

（2024） ②81.0% ②2023

目標値 ①67.0% ①2024

②90.0% ②2024

（整備完了面積／浸水対策を実施すべき面積）

・長良地区、梅林地区、
華陽地区の配水幹線布設
替工事を実施
・佐波配水池耐震補強工
事を実施

②配水池の耐震化率（容量ベース）

・千石今泉排水路及び溝
口排水路の事業を実施
・内水浸水シミュレー
ションの実施
・雨水管理総合計画の策
定

・千石今泉排水路、溝口
排水路及び柏木排水路の
事業を実施
・雨水管理総合計画の策
定

・千石今泉排水路及び溝
口排水路の事業を実施

社会資本総合整備計画に基づく都市浸水対策達成率

①水源施設の耐震化率（浄水施設能力ベース）

34 ●
上下水道
事業部

・水源などの施設及び管路のシステム全体
で耐震化を進める必要があるため、防災上
重要な基幹施設として位置付けた施設のう
ち、耐震対策が必要な水源地、配水池、基
幹管路及び防災上重要な管路について、優
先的に耐震化を図ってきており、更なる耐
震化を促進する。

・金華地区および今川
町、竜田町、長良地内の
配水幹線布設替工事を実
施
・鏡岩水源地管理棟改築
工事を実施
・本荘水源地（西側）耐
震補強工事を実施
・方県加圧施設建設工事
を実施

・金華地区、今川町、長
良、祇園地内の配水幹線
布設替工事及び長良地
区、竜田町配水幹線布設
替えに係る委託を実施
・鏡岩水源地管理棟改築
工事を実施
・本荘水源地（西側）耐
震補強工事を実施
・方県加圧施設建設工事
を実施

水道施設の
耐震化

・金華地区、竜田町、長
良、祇園地内の配水幹線
布設替工事及び長良地区
の配水幹線布設替えに係
る委託を実施
・方県加圧施設建設工事
を実施
・柳津水源地耐震補強詳
細設計を実施

・金華地区、梅林地区、
華陽地区の配水幹線布設
替工事及び長良地区の配
水幹線布設替えに係る委
託を実施
・方県加圧施設建設工事
を実施
・柳津水源地耐震補強工
事を実施
・佐波配水池耐震補強詳
細設計を実施

33 ●

上下水道
事業部

基盤整備
部

・気候変動の影響により、豪雨が頻発化
し、降雨量が増加すると予想される中、雨
水を計画的に排水し、市街地の浸水被害を
未然に防止するため、雨水排水・内水対策
に係る計画を策定し、公共下水道（雨水
渠）の整備の促進を図る。

・千石今泉排水路、溝口
排水路及び柏木排水路の
事業を実施
・内水浸水シミュレー
ションの実施

・千石今泉排水路、溝口
排水路及び柏木排水路の
事業を実施
・内水浸水シミュレー
ションの実施
・雨水管理総合計画の策
定

公共下水道
（雨水渠）
の整備

・ブロック塀等撤去費補
助事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・ブロック塀等撤去費補
助事業の実施

・ブロック塀等撤去費補
助事業の実施

設定なし

ブロック塀
の除却推進

32

都市建設
部

まちづく
り推進部

・平成30年度から道路に面するブロック塀
等を対象として撤去の補助制度を創設し、
令和3年度までに668件の補助を行い、およ
そ11キロメートルに及ぶブロック塀等の撤
去に補助を行った。今後も通学路、避難路
に面するブロック塀等を中心に撤去の推進
を図る。

・ブロック塀等撤去費補
助事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・ブロック塀等撤去費補
助事業の実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

14



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-5ほか

初期値 ①66.7% ①2022

(2023) ②0.0% ②2022

③12.2% ③2021

現状値 ①77.8% ①2023

（2024） ②0.0% ②2023

③34.1% ③

目標値 ①77.8% ①2024

②57.1% ②2025

③100.0% ③2025

6-3

1-3

初期値 50.1人/ha 2022

(2023)

現状値 49.9人/ha 2023

（2024）

目標値 51.2人/ha 2035

設定なし

給水体制の
維持

上下水道
事業部

・給水車や給水袋など地震災害等に備え配
備した既存の資機材の活用を図るほか、渇
水時の給水体制を構築するため、渇水対策
マニュアルを策定した。引き続き、渇水時
の給水体制を維持していく。

・給水体制の確認を実施 ・給水体制の確認を実施

①下水道総合地震対策計画に基づく処理場・ポンプ場の耐震対策実施率

②処理場・ポンプ場の耐水化による揚水機能の確保率

③ストックマネジメント計画に基づく管路耐震化実施率

下水道施設
の耐震化・
耐水化

・給水体制の確認を実施・給水体制の確認を実施・給水体制の確認を実施

36

35
上下水道
事業部

・衛生環境の維持においては、下水道が機
能することが重要である。耐震対策指針改
定前に建設された施設について、重要な管
渠、マンホール及び処理施設の耐震補強を
進めているが、更なる耐震補強を進める。
また、河川氾濫等の災害時においても一定
の下水道機能を確保し、下水道施設被害に
よる社会的影響を最小限にするため、施設
浸水対策を進める。

・岐阜市下水道ストック
マネジメント計画（第２
期）に基づき、管渠の耐
震化に係る委託・工事を
実施
・岐阜市下水道総合地震
対策計画（第３期）に基
づき、汚水管渠、雨水排
水路、下水処理場（中部
プラント）の耐震化に係
る委託・工事を実施
・岐阜市下水道施設耐水
化計画に基づき、下水処
理場（北西部プラン
ト）、汚水ポンプ場（須
賀ポンプ場）の耐水化に
係る委託を実施

・岐阜市下水道ストック
マネジメント計画（第２
期）に基づき、管渠の耐
震化に係る委託・工事を
実施
・岐阜市下水道総合地震
対策計画（第３期）に基
づき、汚水管渠、雨水排
水路、下水処理場（中部
プラント）の耐震化に係
る委託・工事を実施
・岐阜市下水道施設耐水
化計画に基づき、下水処
理場（北西部プラン
ト）、汚水ポンプ場（須
賀ポンプ場、則武ポンプ
場の耐水化に係る委託・
工事を実施

・岐阜市下水道ストック
マネジメント計画（第２
期）に基づき、管渠の耐
震化に係る委託・工事を
実施
・岐阜市下水道総合地震
対策計画（第３期）に基
づき、汚水管渠、雨水排
水路の耐震化に係る委
託・工事を実施
・岐阜市下水道施設耐水
化計画に基づき、汚水ポ
ンプ場（則武ポンプ
場）、雨水ポンプ場（雄
総排水ポンプ場）の耐水
化に係る委託・工事を実
施

・ホームページ、都市計
画課窓口による周知

・ホームページ、都市計
画課窓口による周知

・ホームページ、都市計
画課窓口による周知

居住誘導区域内の人口密度

立地適正化
計画の推進

37
都市建設

部

・災害リスクの低い地域への居住や都市機
能の誘導を図り、「コンパクト＋ネット
ワーク」によるまちづくりを進めるため、
立地適正化計画の適宜見直しを行うととも
に、防災指針を定め計画的かつ着実に必要
な防災・減災対策に取り組む。

・防災指針を踏まえた立
地適正化計画の見直し

・防災指針を踏まえた立
地適正化計画の見直し

・岐阜市下水道ストック
マネジメント計画（第２
期）に基づき、管渠の耐
震化に係る委託・工事を
実施
・岐阜市下水道総合地震
対策計画（第３期）に基
づき、汚水管渠、雨水排
水路の耐震化に係る委
託・工事を実施
・岐阜市下水道施設耐水
化計画に基づき、雨水ポ
ンプ場（雄総排水ポンプ
場）の耐水化に係る工事
を実施

・岐阜市下水道ストック
マネジメント計画（第２
期）に基づき、管渠の耐
震化に係る委託・工事を
実施
・岐阜市下水道総合地震
対策計画（第３期）に基
づき、汚水管渠、雨水排
水路の耐震化に係る委
託・工事を実施
・岐阜市下水道施設耐水
化計画に基づき、雨水ポ
ンプ場（雄総排水ポンプ
場）の耐水化に係る工事
を実施

15



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-3

初期値 継続 2022

(2023)

現状値 継続 2023

（2024）

目標値 継続 毎年

8-5

5-2

初期値 65.0% 2022.11

(2023)

現状値 65.0% 2022.11

（2024）

目標値 ―

8-3

初期値 20地区 2022

(2023)

現状値 20地区 2023

（2024）

目標値 22地区 2027

コミュニティバス導入地区数

地域内交通
の維持確保

都市建設
部

・建設可能用地の現地確
認

・建設可能用地の現地確
認

応急住宅の
円滑かつ迅
速な供給

・現在20地区（デマンド型乗合タクシー1
地区を含む）でコミュニティバスを導入し
ており、通院や買物など、日常生活の移動
手段として利用されている。未導入地区に
ついて、コミュニティバスの必要性などに
ついて、各地区に働きかけていく。

・地域との協働により、
コミュニティバスの全市
における運行を目指すと
ともに、コミュニティバ
スを補完する新たな仕組
みを導入し、利用者の増
加を図った。

41

・地域との協働により、
コミュニティバスの全市
における運行を目指すと
ともに、コミュニティバ
スを補完する新たな仕組
みを導入し、利用者の増
加を図る。

・地域との協働により、
コミュニティバスの全市
における運行を目指すと
ともに、コミュニティバ
スを補完する新たな仕組
みを導入し、利用者の増
加を図る。

・地域との協働により、
コミュニティバスの全市
における運行を目指すと
ともに、コミュニティバ
スを補完する新たな仕組
みを導入し、利用者の増
加を図る。

・地域との協働により、
コミュニティバスの全市
における運行を目指すと
ともに、コミュニティバ
スを補完する新たな仕組
みを導入し、利用者の増
加を図る。

40
まちづく
り推進部

・緊急輸送道路沿いの建築物（3号特定建
築物）は、地震によって倒壊した場合に多
数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実
施、避難者への緊急物資の輸送等を妨げる
おそれがあるため、緊急輸送道路沿いの建
築物のうち旧基準建築物の耐震化を重点的
に図る。

・建築物等耐震化促進事
業による補助実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・建築物等耐震化促進事
業による補助実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

・建築物等耐震化促進事
業による補助実施
【住宅・建築物安全ス
トック形成事業】

39
まちづく
り推進部

・建設型応急住宅については、必要戸数分
の建設可能用地を確保するとともに、岐阜
県と連携して、建設型および賃貸型応急住
宅の提供体制の強化を図る。

・建設可能用地の現地確
認

・建設可能用地の現地確
認

・建設可能用地の現地確
認

・岐阜市がけ地近接等危
険住宅移転補助事業の実
施

・岐阜市がけ地近接等危
険住宅移転補助事業の実
施

・岐阜市がけ地近接等危
険住宅移転補助事業の実
施

がけ地近接等危険住宅移転補助事業

がけ地近接
等危険住宅
移転補助事
業の推進

38
まちづく
り推進部

・土砂災害により住民の生命に危険を及ぼ
すおそれのある区域における住民の安全を
確保するため、危険住宅の除却費や住宅の
建設費又は購入費及び改修費（借入金利子
相当額）の一部を国・県と協調して補助を
行い、市内の安全な区域へ住居移転を促
す。

・岐阜市がけ地近接等危
険住宅移転補助事業の実
施

・岐阜市がけ地近接等危
険住宅移転補助事業の実
施

・建築物等耐震化促進事
業による補助実施

・建築物等耐震化促進事
業による補助実施

緊急輸送道路沿いの建築物（3 号特定建築物）の耐震化率

緊急輸送道
路沿いの建
築物の耐震
対策

設定なし
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③保健医療・福祉

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

2-4

初期値 92.4% 2019

(2023)

現状値 92.4% 2019

（2024）

目標値 100.0% 2027

2-4

初期値 更新 2022

(2023)

現状値 更新 2023

（2024）

目標値 更新 毎年

2-4 ・要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の随時
改定
・毎月のMCA無線訓練の
実施

・要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の随時
改定を予定
・毎月のMCA無線訓練の
実施を予定

設定なし

医療・介護
人材の育成

44

保健衛生
部

福祉部

・要配慮者利用施設における避難確保計画
を作成している医療施設や社会福祉施設で
は、大雨による浸水や土砂災害に備えるた
め、防災体制の整備、備蓄及び年1回の避
難訓練を実施している。また、EMISで医療
機関内の被災状況を入力できる体制を整え
ている。
その他、MCA無線を保有している19医療機
関は、岐阜県並びに岐阜市と連携しながら
毎月情報伝達訓練を行っている。今後も引
き続きEMIS入力体制の確保およびMCA無線
の訓練等を実施する。
・避難確保計画作成を推進するため、医療
施設及び社会福祉施設については、各施設
への計画策定の必要性を周知していくとと
もに、提出された計画内容等に助言を行
い、今後も引き続き避難確保計画の作成を
支援する。

・要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の随時
改定
・毎月のMCA無線訓練の
実施

・要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の随時
改定
・毎月のMCA無線訓練の
実施

・災害時医療救
護計画の更新を
予定
・医療救護隊等
編成表の更新を
予定

災害時医療救護計画作成率

医療救護体
制の充実

43
保健衛生

部

・災害時医療救護計画の更新や、三師会
（岐阜市医師会、岐阜市歯科医師会、岐阜
市薬剤師会）との連携強化などにより、災
害時の医療救護体制の充実を引き続き進め
る。
・特に、被災後1週間を経過すると、継続
的な治療が重要である慢性疾患への対応が
必要となるため、避難所等への巡回診療、
医薬品の備蓄、避難所の衛生・生活環境の
維持、並びに診療等実施可能な医療機関、
歯科診療所、調剤薬局等の情報共有に係る
課題の解決に向け、岐阜市と三師会等関係
団体との連携を進める。

・災害時医療救
護計画の更新
・医療救護隊等
編成表の更新

・災害時医療救
護計画の更新
・医療救護隊等
編成表の更新

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

・社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査（厚生労働省）

・社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査（厚生労働省）

社会福祉施設等の耐震化状況

福祉施設の
耐震化

42 福祉部

・民間の社会福祉施設に対し、施設の指導
や監査の場などを活用して耐震化を促すな
ど、あらゆる機会を活用して耐震化率の向
上を図る。
・社会福祉施設等の耐震化に関するフォ
ローアップ調査を進めていく。

・社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査（厚生労働省）

・災害時医療救
護計画の更新
・医療救護隊等
編成表の更新

・社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査（厚生労働省）

・社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査（厚生労働省）

・災害時医療救
護計画の更新
・医療救護隊等
編成表の更新

・要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の随時
改定
・毎月のMCA無線訓練の
実施

17



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-5

8-2

8-3

初期値 1回 2022

(2023)

現状値 1回 2023

（2024）

目標値 1回以上 毎年

・被災動物救護所の設
置・運営訓練を実施
・訓練の検証

・被災動物救護所の設
置・運営訓練を実施
・訓練の検証

被災動物救護所設置・運営訓練

逸走動物対
策

47
保健衛生

部

・災害発生時、ペット等多くの動物が逸走
することにより、混乱が生ずる恐れがある
ことから、逸走したペット等を収容するた
めの被災動物救護所（岐阜市保健所、畜犬
管理センター及び岐阜市畜産センター公園
を想定）の設置・運営に向けた対策を講じ
る。

・被災動物救護所の設
置・運営訓練を実施
・訓練の検証

・被災動物救護所の設
置・運営訓練を実施
・訓練の検証

・職員及び公嘱協会向け
の研修を実施
・必要に応じ「岐阜市罹
災証明書交付事務マニュ
アル」の改正
・罹災証明書の迅速な発
行体制強化のため損保会
社との定期的な協議を行
う。

・職員及び公嘱協会向け
の研修を実施
・必要に応じ「岐阜市罹
災証明書交付事務マニュ
アル」の改正
・罹災証明書の迅速な発
行体制強化のため損保会
社との定期的な協議を行
う。

設定なし

被害認定調
査の効率化

46 福祉部

・大規模災害時には、多くの住宅が被災
し、罹災証明書の交付申請が集中すること
が予想される。そのため「岐阜市罹災証明
書交付事務マニュアル」を策定し、担当部
局内での研修等を実施し備えている。ま
た、損害保険事業者と覚書を締結し、罹災
証明書発行業務の迅速化に資する取り組み
も進めているが、罹災証明書の交付の遅延
は、復旧・復興の遅れにつながることか
ら、更なる発行体制の強化を図るため、必
要に応じてマニュアルを改正するほか、職
員に対する研修を継続していく。
・被害認定調査に専門的な知識や経験を有
する公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会との協力協定により、市民
からの相談対応の補助作業の支援により、
り災証明の迅速な発行体制の強化を図る。

・職員及び公嘱協会向け
の研修を実施
・必要に応じ「岐阜市罹
災証明書交付事務マニュ
アル」の改正
・罹災証明書の迅速な発
行体制強化のため損保会
社との定期的な協議を行
う。

・職員及び公嘱協会向け
の研修を実施
・必要に応じ「岐阜市罹
災証明書交付事務マニュ
アル」の改正
・罹災証明書の迅速な発
行体制強化のため損保会
社との定期的な協議を行
う。

・消毒液の備蓄量確保
・予防接種勧奨

・消毒液の備蓄量確保
・予防接種勧奨

設定なし

感染症対策
45

保健衛生
部

・衛生環境の悪化による感染症等の発生及
び拡大の防止のため、消毒液を備蓄してい
るが、備蓄箇所の増強や、配布体制の強化
について検討する。
・予防接種により罹患を抑制できる感染症
については、予防接種率の向上が被災地で
のまん延の防止につながる。そのため、対
象者への個別勧奨のほか、広報誌への掲
載、医療機関の窓口へのポスターの掲示な
どにより接種を呼びかけ、接種率の向上に
引き続き取り組む。

・消毒液の備蓄量確保
・予防接種勧奨

・消毒液の備蓄量確保
・予防接種勧奨

・消毒液の備蓄量確保
・予防接種勧奨

・職員及び公嘱協会向け
の研修を実施
・必要に応じ「岐阜市罹
災証明書交付事務マニュ
アル」の改正
・罹災証明書の迅速な発
行体制強化のため損保会
社との定期的な協議を行
う。

・被災動物救護所の設
置・運営訓練を実施
・訓練の検証

18



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-4

初期値 100.0% 2022

(2023)

現状値 100.0% 2023

（2024）

目標値 更新 毎年

2-6

初期値 ①1回以上/年 ①2022

(2023) ②60施設 ②2022

現状値 ①4回 ①2023

（2024） ②64施設 ②2023

目標値 ①1回以上/年 ①2027

②63施設 ②2023

・県が主催する市町村担
当者向けの研修会への参
加。
・指定福祉避難所におけ
る訓練の実施

・県が主催する市町村担
当者向けの研修会への参
加。
・指定福祉避難所におけ
る訓練の実施

①指定福祉避難所における防災に関わる訓練の実施

49

福祉部

都市防災
部

・指定福祉避難所が60施設指定されてい
る。施設ごとでマニュアル等の理解や訓練
の実施状況が異なるため、県が主催する市
町村担当者向けの研修会への参加、施設に
おける訓練の実施を通して、指定福祉避難
所の運営体制の充実・強化に努めるととも
に、施設数の増加に努める。

・県が主催する市町村担
当者向けの研修会への参
加。
・指定福祉避難所におけ
る訓練の実施

・県が主催する市町村担
当者向けの研修会への参
加。
・指定福祉避難所におけ
る訓練の実施

指定福祉避
難所の運営
体制確保

②指定福祉避難所数

・避難行動要支援者名簿
の更新
・個別避難計画作成推進

・避難行動要支援者名簿
の更新
・個別避難計画作成推進

避難行動要支援者名簿作成率

避難行動要
支援者対策

48 ●

都市防災
部

福祉部

・定期的に避難行動要支援者の把握、名簿
の更新を行うとともに、災害リスク及び支
援の必要性が特に高い避難行動要支援者の
個別避難計画を優先的に策定を推進し、そ
の実効性を確保していく。

・避難行動要支援者名簿
の更新
・個別避難計画作成推進
・避難行動要支援者情報
管理システム更新

・避難行動要支援者名簿
の更新
・個別避難計画作成推進

・避難行動要支援者名簿
の更新
・個別避難計画作成推進

・県が主催する市町村担
当者向けの研修会への参
加。
・指定福祉避難所におけ
る訓練の実施

19



④産業

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

1-1

3-1ほか

2-3ほか

初期値 策定済24.1% 2022

(2023) 策定中18.1%

現状値 策定済 9.4% 2023

（2024） 策定中 6.1%

目標値 ―

―

2-3

52 ● 経済部

・BCPは企業にとってハードルが高いと認
識されており、計画の策定が浸透しにく
かった背景があるため、「事業継続力強化
計画」認定制度が創出され、比較的簡易な
申請が可能となっている。引き続き岐阜商
工会議所及び柳津町商工会と連携し、BCP
及び事業継続力強化計画の策定率向上に向
け、啓発やセミナーなどを開催する。

・BCP及び事業継続力強
化計画を策定しようとす
る中小企業に対し、岐阜
商工会議所及び柳津町商
工会と連携し、セミナー
等を実施

・BCP及び事業継続力強
化計画を策定しようとす
る中小企業に対し、岐阜
商工会議所及び柳津町商
工会と連携し、セミナー
等を実施

・施設の建て替え工事と
合わせたガス管の入れ替
えをすすめていく

・施設の建て替え工事と
合わせたガス管の入れ替
えをすすめていく

・施設の建て替え工事と
合わせたガス管の入れ替
えをすすめていく

埋設ガス管
の耐震化

51

都市防災
部

全ての部

・ガスの事業者と連携し施設の建て替え工
事等にあわせて埋設管の耐震化工事を進め
ていく。

・施設の建て替え工事と
合わせたガス管の入れ替
えをすすめていく

・施設の建て替え工事と
合わせたガス管の入れ替
えをすすめていく

・事業継続力強化支援計
画に基づき、岐阜商工会
議所と共催し、セミナー
等で周知

・事業継続力強化支援計
画に基づき、岐阜商工会
議所と共催し、セミナー
等で周知

・事業継続力強化支援計
画に基づき、岐阜商工会
議所と共催し、セミナー
等で周知

企業備蓄の
推進

53 経済部

・災害発生後で混乱する中、事業所が従業
員を一斉に帰宅させることにより、交通結
節点等各所で混雑が発生し、集団転倒の発
生や、応急救助活動の妨げとなることが考
えられるため、「むやみに移動を開始しな
い」という原則を引き続き広く周知すると
ともに、各事業所で従業員が待機すること
ができるよう、事業所における備蓄を促進
する。

・事業継続力強化支援計
画に基づき、岐阜商工会
議所と共催し、セミナー
等で周知

・事業継続力強化支援計
画に基づき、岐阜商工会
議所と共催し、セミナー
等で周知

設定なし

観光施設等
の耐震化

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

設定なし

・BCP及び事業継続力強
化計画を策定しようとす
る中小企業に対し、岐阜
商工会議所及び柳津町商
工会と連携し、セミナー
等を実施

・BCP及び事業継続力強
化計画を策定しようとす
る中小企業に対し、岐阜
商工会議所及び柳津町商
工会と連携し、セミナー
等を実施

・BCP及び事業継続力強
化計画を策定しようとす
る中小企業に対し、岐阜
商工会議所及び柳津町商
工会と連携し、セミナー
等を実施

企業の BCP 策定率

企業の事業
継続支援

設定なし

50
ぎふ魅力
づくり推

進部

・平成30年度に岐阜城復興天守の長寿命化
を視野に入れ耐震診断を行った結果、耐震
上の課題が明らかになり、令和2年度より
岐阜城天守閣耐震化検討委員会を設置し、
令和3年度に岐阜城天守閣耐震化計画を作
成した。岐阜城天守閣耐震化計画により耐
震化工事を実施する。
・長良川国際会議場及び文化産業交流セン
ター（じゅうろくプラザ）の特定天井改修
工事を実施する。

・岐阜城天守閣耐震化等
実施設計
・長良川国際会議場特定
天井改修工事実施設計

・長良川国際会議場特定
天井改修工事
・文化産業交流センター
（じゅうろくプラザ）特
定天井改修工事実施設計

・岐阜城天守閣耐震化等
工事着手
・長良川国際会議場特定
天井改修工事
・文化産業交流センター
（じゅうろくプラザ）特
定天井改修工事

・岐阜城天守閣耐震化等
工事

・岐阜城天守閣耐震化等
工事完了

20



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

5-1

初期値 0.0ha 2022

(2023)

現状値 3.3ha 2023

（2024）

目標値 20ha 2027

5-3

1-2

7-4

57 経済部

・山地における自然災害を最小限に防止す
るため、山地災害が危惧される箇所におい
て治山施設（治山ダム・土留め工・流路工
等）の設置を進めてきたが、治山施設がそ
の効果を確実に発揮するよう、引き続き維
持管理を適宜実施するとともに、必要に応
じ災害に対する安全性の向上を図る必要が
ある。また、安心して森林浴、自然散策を
行うため、登山道等の軽微な補修等を行う
森林ボランティア団体を支援する。

・治山施設の維持管理に
努めるとともに、必要に
応じ法面保護工等を実施

・治山施設の維持管理に
努めるとともに、必要に
応じ法面保護工等を実施

・治山施設の維持管理に
努めるとともに、必要に
応じ法面保護工等を実施

・治山施設の維持管理に
努めるとともに、必要に
応じ法面保護工等を実施

・治山施設の維持管理に
努めるとともに、必要に
応じ法面保護工等を実施

設定なし

森 林 の 保
全・治山対
策

・「農業の6次産業化」
における可能性調査の結
果を踏まえた事業の進展

設定なし

農地の保全
55 経済部

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所と
しての機能も果たし得るため、それらの機
能が発揮されるよう努める。

該当施策なし

56 経済部

・農業用施設の経年劣化等の進行に加え、
近年、降雨が激甚化（ゲリラ豪雨等）して
きており、水害（洪水・内水）のリスクが
高まっている。機能保全計画（農業用水利
施設保全対策事業計画）の策定（3期目、
R5～R9）を進め、限られた予算の中で施設
の長寿命化を図るため、計画的に農業用水
利施設保全対策事業（目地補修）を実施す
る。

・農業用水利施設保全対
策事業実施

・農業用水利施設保全対
策事業実施

・「農業の6次産業化」
における可能性調査の結
果を踏まえた事業の進展

・「農業の6次産業化」
における可能性調査の結
果を踏まえた事業の進展

・「農業の6次産業化」
における可能性調査の結
果を踏まえた事業の進展

企業誘致の
推進

54 経済部

・市内産業の生産力・競争力向上に繋が
る、製造業の工場や物流施設、研究開発施
設の誘致を進める必要があり、その一環と
して、東海環状自動車道の岐阜三輪スマー
トインターチェンジが開通した三輪地域
に、その受け皿となる「ものづくり産業等
集積地整備」を推進する。しかし、三輪地
域は、農振法上の農用地区域であり、農地
以外の利用は不許可であることから、三輪
地域の特性を活かした「農業の6次産業化
事業」の実施に向けた可能性調査をしてい
く。

・農業用水利施設保全対
策事業実施

・農業用水利施設保全対
策事業実施

・農業用水利施設保全対
策事業実施

設定なし

農業施設の
排水機能確
保

ものづくり産業等集積地整備(三輪地域) 事業実施面積・「農業の6次産業化」
における可能性調査の実
施
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

5-3

7-2

初期値 ①17箇所 ①2022

(2023) ②19箇所 ②2022

③事業中1箇所 ③2022

④協議中 ④2022

現状値 ①17箇所 ①2023

（2024） ②21箇所 ②2023

③事業中1箇所 ③2023

④協議中 ④2023

目標値 ①33箇所 ①2027

②25箇所 ②2027

③事業予定1箇所 ③2027

④協議中 ④2027

5-3

59

・契約内容に基づき事業
者が建築物の設計を行
う。
・市場一般開放の実施す
る。
・展示会等に係る補助金
や開催情報を提供する。

・工事を施工する。
・市場一般開放の実施す
る。
・展示会等に係る補助金
や開催情報を提供する。

・工事を施工する（完成
は2033年度見込）。
・市場一般開放の実施す
る。
・展示会等に係る補助金
や開催情報を提供する。

①劣化状況評価の実施

②地震・豪雨耐性評価の実施

③防災工事の実施

④廃止工事の実施

ため池の防
災対策

経済部

・令和2年10月1日に「防災重点農業用ため
池に係る防災工事等の推進に関する特別措
置法」が施行されたことにより、令和3年3
月に県が「防災重点農業用ため池に係る防
災工事等推進計画」を策定した。この計画
に基づき、令和13年3月末までに、岐阜市
内の農業用ため池のうち、浸水区域に存在
する公共施設や福祉施設、住宅等の有無等
から優先度を定め、劣化状況評価、地震・
豪雨耐性評価の実施、およびその結果を踏
まえた防災工事の実施あるいは廃止工事の
推進計画の策定を行う。

①劣化状況評価の実施
2箇所（19箇所完了）

②地震・豪雨耐性評価の
実施
2箇所（21箇所完了）

③防災工事の実施
事業中1箇所

④廃止工事の実施
協議中

①劣化状況評価の実施
4箇所（23箇所完了）

②地震・豪雨耐性評価の
実施
1箇所（22箇所完了）

③防災工事の実施
完了予定1箇所

④廃止工事の実施
協議中

①劣化状況評価の実施
3箇所（26箇所完了）

②地震・豪雨耐性評価の
実施
1箇所（23箇所完了）

③防災工事の実施
事業予定1箇所

④廃止工事の実施
協議中

①劣化状況評価の実施
3箇所（29箇所完了）

②地震・豪雨耐性評価の
実施
1箇所（24箇所完了）

③防災工事の実施
事業予定1箇所

④廃止工事の実施
協議中

①劣化状況評価の実施
3箇所（33箇所完了）

②地震・豪雨耐性評価の
実施
1箇所（25箇所完了）

③防災工事の実施
事業予定1箇所

④廃止工事の実施
協議中

・契約内容に基づき事業
者が建築物の設計を行
う。

・工事を施工する。 ・工事を施工する（完成
は2033年度見込）。

設定なし

食料等の供
給に係る施
設の防災力
強化

設定なし

地産食料品
の普及

60 経済部

・県産食品の普及拡大に向けて、衛生管理
の認証取得及び新商品開発から国内外への
販路拡大まで一体的な支援を行う。
・卸売業と県内食関連産業を主な対象とし
て、市内卸売業と県内各都市の現地食品
メーカーとの商談会の開催や首都圏の大規
模な見本市への出展、セミナー等の開催を
支援していく。

・市場として必要な機能
を整理し、再整備事業の
事業者募集要項等を作成
する。
・市場一般開放の実施す
る。
・展示会等に係る補助金
や開催情報を提供する。

・事業者を公募し、契約
する。
・市場一般開放の実施す
る。
・展示会等に係る補助金
や開催情報を提供する。

58 経済部

・市民へ食料等を安定して供給するための
施設の防災力強化が求められており、特
に、要となる中央卸売市場は、開設から50
年程度が経過し、老朽化等の課題が生じて
いることから、再整備を予定している。再
整備により大規模災害発生時においても生
鮮食料品や救援物資等の搬送拠点として業
務を継続できる施設を目指す。

・市場として必要な機能
を整理し、再整備事業の
事業者募集要項等を作成
する。

・事業者を公募し、契約
する。
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

7-4

8-4 指定文化財（建造物）
・文化財防火デー にか
かる防災訓練の実施。

史跡（岐阜城・加納城）
・石垣についての樹木等
管理、記録作業（写真・
図化）

指定文化財（建造物）
・文化財防火デー にか
かる防災訓練の実施。

史跡（岐阜城・加納城）
・石垣についての樹木等
管理、記録作業（写真・
図化）

指定文化財（建造物）
・文化財防火デー にか
かる防災訓練の実施。

史跡（岐阜城・加納城）
・石垣についての樹木等
管理、記録作業（写真・
図化）

設定なし

文化財の保
護対策の推
進

62
ぎふ魅力
づくり推

進部

・地域の文化財を適切に保存し後世へ継承
するため、防災・防犯対策の徹底、大規模
災害に備えた老朽化対策や、耐震調査・耐
震補強等への支援、また、後世への継承や
資料の一元管理を図るため、文化財の資
料・写真などをデジタルデータとして収集
しアーカイブ化を進める。

指定文化財（建造物）
・文化財防火デー にか
かる防災訓練の実施。

史跡（岐阜城・加納城）
・石垣についての樹木等
管理、記録作業（写真・
図化）及び防護網設置

指定文化財（建造物）
・文化財防火デー にか
かる防災訓練の実施。

史跡（岐阜城・加納城）
・石垣についての樹木等
管理、記録作業（写真・
図化）

設定なし

農村資源の
保全・推進

61 経済部

・農用地、水路、農道等の農村資源の保全
管理に対する担い手農家の負担の増加が懸
念されるため、地域ぐるみの共同活動を支
援する。
・農業生産基盤に重要な農業用施設の老朽
化による破損や不具合が顕在化しているこ
とから、施設の更新や長寿命化・耐震整備
を図る。
・自然災害等による農作物被害を最小限に
くい止めるため、被害状況の把握に努める
とともに、県やＪＡと連携する中で、技術
対策について情報を共有し、生産指導の徹
底を図る。
・食料の確保や地域コミュニティの存続を
図るため、農地の荒廃化を防止する。
・農地の有効活用を図るため、新規就農者
の確保・育成を行う。

【農地整備課】
・多面的機能支払交付金
制度の推進
・県単農業農村整備事業
の実施
【農業委員会事務局】
・農地の利用状況調査と
利用意向調査の実施
・農地中間管理機構との
連携
【農林課】
・災害時には県やJAと連
携し状況把握を行う。県
病害虫防除所の情報をHP
に掲載。
・新規就農者育成総合対
策等により新規就農に係
る資金を支援

【農地整備課】
・多面的機能支払交付金
制度の推進
・県単農業農村整備事業
の実施
【農業委員会事務局】
・農地の利用状況調査と
利用意向調査の実施
・農地中間管理機構との
連携
【農林課】
・災害時には県やJAと連
携し状況把握を行う。県
病害虫防除所の情報をHP
に掲載。
・新規就農者育成総合対
策等により新規就農に係
る資金を支援

【農地整備課】
・多面的機能支払交付金
制度の推進
・県単農業農村整備事業
の実施
【農業委員会事務局】
・農地の利用状況調査と
利用意向調査の実施
・農地中間管理機構との
連携
【農林課】
・災害時には県やJAと連
携し状況把握を行う。県
病害虫防除所の情報をHP
に掲載。
・新規就農者育成総合対
策等により新規就農に係
る資金を支援

【農地整備課】
・多面的機能支払交付金
制度の推進
・県単農業農村整備事業
の実施
【農業委員会事務局】
・農地の利用状況調査と
利用意向調査の実施
・農地中間管理機構との
連携
【農林課】
・災害時には県やJAと連
携し状況把握を行う。県
病害虫防除所の情報をHP
に掲載。
・新規就農者育成総合対
策等により新規就農に係
る資金を支援

【農地整備課】
・多面的機能支払交付金
制度の推進
・県単農業農村整備事業
の実施
【農業委員会事務局】
・農地の利用状況調査と
利用意向調査の実施
・農地中間管理機構との
連携
【農林課】
・災害時には県やJAと連
携し状況把握を行う。県
病害虫防除所の情報をHP
に掲載。
・新規就農者育成総合対
策等により新規就農に係
る資金を支援
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⑤国土保全・交通

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

2-1

1-1ほか

現状値 ①0路線 ①2022

(2023) ②108橋 ②2022

③12箇所 ③2021

④11.74km ④2021

現状値 ①1路線 ①2023

（2024） ②112橋 ②2023

③13箇所 ③2023

④11.74km ④2022

目標値 ①1路線 ①2026

②130橋 ②2026

③15箇所 ③2028

④14.44km ④2025

5-2ほか

初期値 94.2% 2022

(2023)

現状値 100.0% 2023

（2024）

目標値 100.0% 2023

（市整備区間）

65 ●
基盤整備

部

・大規模な災害が発生した際に、道路施設
が被災し、緊急車両等の通行が不能となる
ことにより、生命に関わる物資の供給や救
援活動に支障が生じる事態を回避すること
が求められる。また、本市は沿岸部からは
一定の距離があり、津波、高潮などの災害
に際し、名古屋圏のゼロメートル地帯に位
置する中枢機能のバックアップ機能を果た
すことも期待される。そのため、東海環状
自動車道、岐阜南部横断ハイウェイなどの
高規格道路や、それらのアクセス道路の整
備を促進し、道路の代替性や多重性の観点
を踏まえつつ、市内の幹線道路ネットワー
クの構築を図っていく。

・東海環状道ICアクセス
道路の工事を実施（折立
9号線）

幹線道路、
東海環状ア
クセス道路
整備

輸送計画の
策定・更新

63

都市防災
部

基盤整備
部

・災害時に、支援物資の円滑な輸送を行う
ための計画（岐阜市災害時救援物資輸送計
画、岐阜市受援・支援計画）について、定
期的な見直しを行い最新の状態に保つとと
もに、災害時応援協定締結済の関係団体と
の、平常時からの情報交換や訓練を通し
て、物資輸送の実効性を高めていく。

・岐阜市災害時救援物資
輸送計画を必要に応じ随
時更新する

・岐阜市災害時救援物資
輸送計画を必要に応じ随
時更新する

・幹線道路（水野町線、
金町那加岩地線ほか1路
線、七郷３３号線ほか１
路線、西郷３０２号線、
鷺山下土居線、岐阜駅那
加線、又丸１０号線ほか
１路線）の工事を実施
・橋梁の耐震補強工事を
実施（8橋）
・法面対策工事（長森）
を実施
・無電柱化整備路線（真
砂町11丁目光明町3丁目
線、上材木町鏡岩線、忠
節町1丁目美江寺町2丁目
線）の工事を実施

・幹線道路（水野町線、
金町那加岩地線ほか1路
線、七郷３３号線ほか１
路線、西郷３０２号線、
鷺山下土居線、岐阜駅那
加線、又丸１０号線ほか
１路線）の工事を実施
・橋梁の耐震補強工事を
実施（5橋）
・法面対策工事（長森）
を実施
・無電柱化整備路線（上
材木町鏡岩線、忠節町1
丁目美江寺町2丁目線）
の工事を実施

・幹線道路（水野町線、
金町那加岩地線ほか1路
線、七郷３３号線ほか１
路線、西郷３０２号線、
岐阜駅那加線、又丸１０
号線ほか１路線）の工事
を実施
・橋梁の耐震補強工事を
実施（6橋）
・法面対策工事（西屋
敷）を実施
・無電柱化整備路線（忠
節町1丁目美江寺町2丁目
線）の工事を実施

①事業中の幹線道路（都市計画道路）の完成数

道路ネット
ワークの確
保

②緊急輸送路を補完する補助ネットワークとしての橋梁の耐震補強数

④岐阜市管理道路の無電柱化整備済延長

64 ●
基盤整備

部

・大規模な災害が発生した際に、道路施設
が被災し、緊急車両等の通行が不能となる
ことにより、生命に関わる物資の供給や救
援活動に支障が生じる事態を回避するた
め、防災拠点を結ぶ幹線道路の整備や、緊
急輸送道路上の橋梁耐震対策、道路法面対
策、無電柱化対策を進めていく。また、緊
急輸送道路には指定されていないものの、
避難施設への経路等、災害時の重要性が高
い道路についても、橋梁の耐震化、道路法
面対策、無電柱化対策等、災害対策を進め
ていく。

・幹線道路（水野町線、
金町那加岩地線ほか1路
線、折立９号線、七郷３
３号線ほか１路線、西郷
３０２号線、鷺山下土居
線、岐阜駅那加線）の工
事を実施
・橋梁の耐震補強工事を
実施（6橋）
・法面対策工事（太郎丸
山県北野線ほか1路線）
を実施
・無電柱化整備路線（真
砂町11丁目光明町3丁目
線）の工事を実施

・幹線道路（水野町線、
金町那加岩地線ほか1路
線、七郷３３号線ほか１
路線、西郷３０２号線、
鷺山下土居線、岐阜駅那
加線、又丸１０号線ほか
１路線）の工事を実施
・橋梁の耐震補強工事を
実施（8橋）
・法面対策工事（長森）
を実施
・無電柱化整備路線（真
砂町11丁目光明町3丁目
線、上材木町鏡岩線）の
工事を実施

③道路法面の対策箇所数（市整備区間）

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

・岐阜市災害時救援物資
輸送計画を必要に応じ随
時更新する

・岐阜市災害時救援物資
輸送計画を必要に応じ随
時更新する

・岐阜市災害時救援物資
輸送計画を必要に応じ随
時更新する

設定なし

東海環状自動車道ＩＣアクセス道路整備率
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-2

初期値 ①55.4% ①2021

(2023) ②86.3% ②2021

現状値 ①58.1% ①2022

（2024） ②86.3% ②2022

目標値 ①59.4% ①2027

②88.5% ②2027

2-2

初期値 96.5% 2022

(2023) (1,676人）

現状値 95.7% 2023

（2024） (1,689人）

目標値 100.0% 2027

(1,764人）

5-1

1-3

初期値 65区域 2021

(2023)

現状値 66区域 2023

（2024）

目標値 67区域 2024

水防団員等
の確保・育
成

67
基盤整備

部

・本市の水防団は、専任水防団として全国
でも有数の大きな組織である。その組織力
や技術力を保持していくためには、水防団
の活動環境の向上、県で行われている「あ
りがとね！消防団水防団応援事業所制度」
の協力事業者や地域からの協力など、さま
ざまな面から団員確保に努める。

・啓発活動等を推進し、
水防団の重要性を周知
し、団員確保に努める

・啓発活動等を推進し、
水防団の重要性を周知
し、団員確保に努める

・急傾斜地崩壊対策工事
（みどりヶ丘）を実施

急傾斜地及
び道路法面
の崩壊対策

・浸水防止計画の作成及
び訓練の実施に努めるよ
う促す

・浸水防止計画の作成及
び訓練の実施に努めるよ
う促す

大規模工場
における浸
水防止

68
基盤整備

部

・大規模工場は、災害時の機能停止が雇用
やサプライチェーンの寸断に繋がることか
ら、水防法において、浸水防止計画の作
成、訓練の実施に努めることとされてお
り、市内の大規模工場における浸水防止対
策を促す。

・浸水防止計画の作成及
び訓練の実施に努めるよ
う促す

・浸水防止計画の作成及
び訓練の実施に努めるよ
う促す

69
基盤整備

部

・市内において、令和4年4月時点で616箇
所の土砂災害警戒区域が指定されており、
土砂災害のリスクがある地域が多数存在し
ており、ハード対策とソフト対策を組み合
わせた総合的な土砂災害対策を進めてい
く。
・土砂災害により人命等に危害が及ぶおそ
れがある、急傾斜地崩壊危険箇所（市内指
定箇所192箇所）の対策工事を県と連携し
計画的に進める。

・急傾斜地崩壊対策工事
（みどりヶ丘）を実施
・法面対策工事（太郎丸
山県北野線ほか1路線）
を実施

・急傾斜地崩壊対策工事
（みどりヶ丘）を実施

・急傾斜地崩壊対策工事
（岐荘ヶ丘）を実施

・急傾斜地崩壊対策工事
（岐荘ヶ丘）を実施

市内で対策済の急傾斜地崩壊危険区域

・啓発活動等を推進し、
水防団の重要性を周知
し、団員確保に努める

・啓発活動等を推進し、
水防団の重要性を周知
し、団員確保に努める

・啓発活動等を推進し、
水防団の重要性を周知
し、団員確保に努める

水防団員の充足率

・浸水防止計画の作成及
び訓練の実施に努めるよ
う促す

設定なし

66 ●
基盤整備

部

・気候変動の影響による水災害の頻発化・
激甚化を踏まえ、河川、水路、貯留施設の
整備など、氾濫をできるだけ防ぐための対
策を一層加速させる。また、氾濫を防ぐた
めの対策とともに、被害対象を減少させる
対策や、被害の軽減、早期の復旧・復興の
ための対策を、流域に関わるあらゆる関係
者が協働して行う「流域治水」の取り組み
を進める。

・正木川、新荒田川、戸
石川、西出川の事業を推
進

・正木川、新荒田川、戸
石川、村山川、西出川の
事業を推進

河川・水路
施設等の整
備

②流域貯留施設の整備率

・新荒田川、戸石川、西
出川の事業を推進
・野一色公園に貯留施設
の事業を推進

・新荒田川、戸石川、西
出川の事業を推進
・木ノ下公園に貯留施設
の事業を推進

・新荒田川、戸石川、西
出川の事業を推進
・木ノ下公園に貯留施設
の事業を推進

①都市基盤河川及び準用河川の改修率（事業中の5河川）
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-2ほか

8-5

初期値 8.94% 2021

(2023)

現状値 8.99% 2022

（2024）

目標値 100.0% 2032

1-4ほか

初期値 11箇所 2022

(2023)

現状値 11箇所 2023

（2024）

目標値 12箇所 2024

・都市計画道路（水野町
線、金町那加岩地線ほか
1路線、七郷３３号線ほ
か１路線、西郷３０２号
線、岐阜駅那加線）の工
事を実施

設定なし

道路整備・
狭あい道路
解消

70

・加納Ⅱ第二調査区の成
果閲覧等を実施(後半)
・加納Ⅲ第一・第二調査
区の現地立会い等を実施

・加納Ⅲ第一・第二調査
区の成果閲覧等を実施
・加納Ⅲ第三調査区の現
地立会い等を実施
・加納Ⅳ第一調査区の事
前調査を実施

・加納Ⅲ第三調査区の成
果閲覧等を実施
・加納Ⅳ第一調査区の現
地立会い等を実施
・加納Ⅳ第二・加納Ⅴ第
一調査区の事前調査を実
施

地籍調査実施率

地籍調査
71

基盤整備
部

・土地の境界等を明確にすることにより、
発災後の円滑な境界確認が可能となり、迅
速な復旧、復興に繋がるため、地籍調査事
業を引き続き促進する。

・加納Ⅱ第一調査区の成
果閲覧等を実施(後半)
・加納Ⅱ第二調査区の現
地立会い等を実施(前半)

・加納Ⅱ第二調査区の成
果閲覧等を実施(前半)
・加納Ⅱ第二調査区の現
地立会い等を実施(後半)
・加納Ⅲ第一・第二・第
三調査区の事前調査を実
施

基盤整備
部

・幅員の大きな道路は、火災の延焼防止に
効果があることから、未整備の都市計画道
路等の整備を促進する。
・狭あい道路は、消火活動や救急活動、あ
るいは災害時の避難の妨げになる可能性が
あることから、岐阜市狭あい道路拡幅整備
要綱に基づいて、用地の寄附を前提に狭あ
い道路の拡幅を進めているが、市内には緊
急車両が通行不能な狭あい道路が多く存在
することから、引き続き事業を推進する。

・都市計画道路（水野町
線、金町那加岩地線ほか
1路線、折立９号線、七
郷３３号線ほか１路線、
西郷３０２号線、鷺山下
土居線、岐阜駅那加線）
の工事を実施

・都市計画道路（水野町
線、金町那加岩地線ほか
1路線、七郷３３号線ほ
か１路線、西郷３０２号
線、鷺山下土居線、岐阜
駅那加線、又丸１０号線
ほか１路線）の工事を実
施

・都市計画道路（水野町
線、金町那加岩地線ほか
1路線、七郷３３号線ほ
か１路線、西郷３０２号
線、鷺山下土居線、岐阜
駅那加線、又丸１０号線
ほか１路線）の工事を実
施

・都市計画道路（水野町
線、金町那加岩地線ほか
1路線、七郷３３号線ほ
か１路線、西郷３０２号
線、鷺山下土居線、岐阜
駅那加線、又丸１０号線
ほか１路線）の工事を実
施

クラウド監視導入済のアンダーパス

72

基盤整備
部

都市防災
部

・被害情報を迅速に収集するため、遠隔監
視可能箇所の拡大、協定等による小型無人
機による情報収集体制確保など、ICT技術
を活用した情報収集体制を進める。

・急傾斜地監視システム
構築、設置を実施
・排水機場等監視システ
ム整備を実

・排水機場等監視システ
ム整備を実施
・曙町地下道のアンダー
パス監視システム整備

ICT技術を活
用した情報
収集等

26



⑥環境

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

2-5

初期値 37基 2022

(2023)

現状値 46基 2023

（2024）

目標値 60基 毎年

2-5ほか

初期値 0施設 2022

（AP2023作成時）

現状値 0施設 2023

（2024）

目標値 － 2027

1施設 2043

2-5 設定なし

火葬体制の
確立

75
市民生活

部

・災害時の遺体の取扱い、埋葬を的確に遅
滞なく行うため、関係団体との協定を締結
するなど、体制の強化に努めており、引き
続き体制の充実を図る。

・関係団体との情報交
換等を実施

・関係団体との情報交
換等を実施

・災害廃棄物処理計画
及び災害廃棄物処理マ
ニュアルの改定

・災害廃棄物処理計画
及び災害廃棄物処理マ
ニュアルの改定

・災害廃棄物処理計画
及び災害廃棄物処理マ
ニュアルの改定

災害廃棄物処理に必要な機能を要する施設の新規建設

災害廃棄物
処理体制の
充実強化

74 環境部

・衛生的な生活環境を保持するためには、
災害廃棄物を円滑に処理することが必要な
ため、災害廃棄物処理計画を策定し、仮置
き場候補地を選定するなど、災害時でも速
やかにごみを処理するための体制を整えて
いるが、計画の更新、災害に強靱なごみ焼
却施設の整備などにより、引き続き処理体
制の充実を図る。

・災害廃棄物処理計画
及び災害廃棄物処理マ
ニュアルの改定

・災害廃棄物処理計画
及び災害廃棄物処理マ
ニュアルの改定

73 環境部

・みなし浄化槽（単独処理浄化槽）やくみ
取り便所を使用している家庭からの生活雑
排水は、生活環境の悪化につながるため、
下水道の整備が7年以内に見込まれない地
域に合併処理浄化槽への切り替えを促進し
ているが、災害時には生活環境が悪化する
ことが想定されるため、補助金や啓発活動
を通じて合併処理浄化槽への更なる切り替
えの促進に努める。
・現存するみなし浄化槽（単独処理浄化
槽）は、平成13年度以前に設置されたもの
であり老朽化が進んでいるため、災害に強
い合併処理浄化槽への切り替え促進に努め
る。

・合併処理浄化槽設置
補助 46基 19,152千円
・単独処理浄化槽撤去
補助 13基 1,560千円
・生活排水導入管設置
補助 16基 4,800千円

・合併処理浄化槽設置
補助 50基 20,694千円
・単独処理浄化槽撤去
補助 12基 1,440千円
・汲み取り槽撤去補助
 4基 360千円
・生活排水導入管設置
補助 18基 5,400千円

・関係団体との情報交
換等を実施

・関係団体との情報交
換等を実施

・関係団体との情報交
換等を実施

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

・合併処理浄化槽設置
補助
・単独処理浄化槽撤去
補助
・汲み取り槽撤去補助
・生活排水導入管設置
補助

・合併処理浄化槽設置
補助
・単独処理浄化槽撤去
補助
・汲み取り槽撤去補助
・生活排水導入管設置
補助

・合併処理浄化槽設置
補助
・単独処理浄化槽撤去
補助
・汲み取り槽撤去補助
・生活排水導入管設置
補助

合併処理浄化槽の補助基数

合併処理浄
化槽への転
換促進
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

6-1

初期値 138MW 2021

(2023)

現状値 144MW 2022

（2024）

目標値 266MW 2030

6-1

7-3 ・建築物の石綿飛散防
止対策におけるまちづ
くり推進部との連携
・災害時における石綿
飛散防止に係る取扱い
マニュアル（岐阜市）
に基づく対策の推進

・建築物の石綿飛散防
止対策におけるまちづ
くり推進部との連携
・災害時における石綿
飛散防止に係る取扱い
マニュアル（岐阜市）
に基づく対策の推進

・建築物の石綿飛散防
止対策におけるまちづ
くり推進部との連携
・災害時における石綿
飛散防止に係る取扱い
マニュアル（岐阜市）
に基づく対策の推進

設定なし

環境中の汚
染物質の測
定体制の充
実

78 環境部

・大気・水環境中の汚染物質のモニタリン
グを行うとともに、化学物質の流出対策マ
ニュアルを作成した。今後も汚染物質の環
境中への大規模放出が発生した場合に、迅
速に覚知し、拡散防止対策が取れるよう、
モニタリング体制の維持・強化に努める。

・建築物の石綿飛散防
止対策におけるまちづ
くり推進部との連携
・災害時における石綿
飛散防止に係る取扱い
マニュアル（岐阜市）
に基づく対策の推進

・建築物の石綿飛散防
止対策におけるまちづ
くり推進部との連携
・災害時における石綿
飛散防止に係る取扱い
マニュアル（岐阜市）
に基づく対策の推進

・電力の市場価格等を
注視し、自己託送を年
間を通して継続
・次期クリーンセン
ターは、新たな整備方
針に基づき整備を進め
る。

・電力の市場価格等を
注視し、自己託送を年
間を通して継続
・次期クリーンセン
ターは、新たな整備方
針に基づき整備を進め
る。

・電力の市場価格等を
注視し、自己託送を年
間を通して継続
・次期クリーンセン
ターは、新たな整備方
針に基づき整備を進め
る。

設定なし

処理施設に
おける排熱
の活用

77 環境部

・現在のごみ焼却施設は、排熱を場内・外
の給湯、または電力の発電に利用してお
り、場内利用分を除く余剰電力は売電や他
の市有施設に自己託送をしている。また、
現在計画中の次期クリーンセンターは、災
害時も安定して稼働できる施設であること
は元より、災害時のエネルギー拠点として
活用を図る。

・令和5年8月に自己託
送を開始
・次期クリーンセン
ターについて、今後の
人口減少、現在のごみ
焼却施設の維持管理、
将来的なコスト負担な
どを総合的に勘案し、
新たな整備方針を策定
した。

・電力の市場価格等を
注視し、自己託送を年
間を通して継続

・次期クリーンセン
ターは、新たな整備方
針に基づき整備を進め
る。

・再生可能エネルギー
を活用した設備（太陽
光発電設備、蓄電池
等）に補助を行う
・市施設に太陽光発電
設備の導入を進める

・再生可能エネルギー
を活用した設備（太陽
光発電設備、蓄電池
等）に補助を行う
・市施設に太陽光発電
設備の導入を進める

・再生可能エネルギー
を活用した設備（太陽
光発電設備、蓄電池
等）に補助を行う
・市施設に太陽光発電
設備の導入を進める

市内太陽光発電導入容量(累計)

再生可能エ
ネルギーの
導入拡大

76 環境部

・2050年度までに脱炭素社会の実現を達成
するため、再生可能エネルギーを最大限活
用することが必要であり、本市では、長い
日照時間を活用した太陽光発電や、豊かな
地下水を活用した地中熱システムの普及が
可能である。避難所等を含む公共施設、住
宅や事業所などエネルギーを使用するあら
ゆる建物に、太陽光発電をはじめとする再
生可能エネルギーを積極的に導入すること
で、エネルギーの地産地消を進める。ま
た、こうした再生可能エネルギーを災害時
にも有効に活用できるよう整備するなどし
て、地域のレジリエンス強化を図ってい
く。

・再生可能エネルギー
を活用した設備（太陽
光発電設備、蓄電池
等）に補助を行った
・公民館や消防署等に
て太陽光発電設備の設
置が進んでいる

・再生可能エネルギー
を活用した設備（太陽
光発電設備、蓄電池
等）に補助を行う
・市施設に太陽光発電
設備の導入を進める
・既存施設の導入ポテ
ンシャルを把握し、効
率的且つ効果的に導入
を進める
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（３）横断的分野のアクションプラン
①リスクコミュニケーション／防災教育／人材育成

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

1-2ほか

初期値 48回/年 2022

(2023)

現状値 45回/年 2023

（2024）

目標値 50回/年 毎年

1-2ほか

初期値 ①82.2% ①2022.12

(2023) ②87.2% ②2022.12

現状値 ①79.1% ①2023.12

（2024） ②87.4% ②2023.12

目標値 ①100.0% ①2027

②100.0% ②2027

79 適切な避難
行動の周知

啓発

●
都市防災

部

・避難とは、難を避けることであり、安全
な場所にいる人まで避難する必要はなく、
ハザードマップにより自宅周辺の災害の危
険性を確認し、自宅で安全が確保される場
合は在宅避難を検討することや、安全な地
域に住む親戚や友人宅への早期避難など、
避難所以外への避難を検討すること、ま
た、避難所へ避難する場合は、マスクや消
毒液、体温計など感染症予防に関する衛生
用品などを各自で用意することなど、新型
コロナウイルス感染症蔓延下での適切な避
難行動の周知啓発を進める。
・台風の接近等による大雨によって河川の
水位が上昇する時に自分自身がとる標準的
な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え
命を守る避難行動のため、関係する水害リ
スクや防災情報を「知る」、避難行動に向
けた課題に「気づく」、どのように行動す
るかを「考える」ため、マイタイムライン
アプリを活用し、適切な避難行動の周知啓
発を進める。
・土砂災害特別警戒区域では、一般住宅が
土砂の力によって損壊する恐れがあるな
ど、早期の立ち退き避難が求められる災害
種別であるため、総合防災安心読本のハ
ザードマップを活用し、土砂災害警戒区域
の箇所と併せて、適切な避難行動につい
て、一層の周知啓発を進める。

・防災講話の実施
・自主防災隊の訓練の
フォローアップ

・防災講話の実施
・自主防災隊の訓練の
フォローアップ

80 ●
都市防災

部
福祉部

・高齢者、障がい者等の要配慮者は、災害
時の避難行動に時間を要し、避難行動の遅
れにより被災する危険性が高くなるため、
水防法に基づき、要配慮者が利用する施設
における避難確保計画の策定、避難訓練の
実施を促進する。
・各施設へ避難確保計画の策定を依頼する
とともに、計画作成の支援や、計画内容の
確認を進めていく。

・施設への計画の作成、
訓練の実施を促す通知文
の発送
・集団指導における作成
啓発
・施設が作成した計画内
容の確認

・施設への計画の作成、
訓練の実施を促す通知文
の発送
・集団指導における作成
啓発
・施設が作成した計画内
容の確認

要配慮者利
用施設の避
難確保計画
策定推進

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

・防災講話の実施
・自主防災隊の訓練の
フォローアップ

・防災講話の実施
・自主防災隊の訓練の
フォローアップ

・施設への計画の作成、
訓練の実施を促す通知文
の発送
・集団指導における作成
啓発
・施設が作成した計画内
容の確認

・施設への計画の作成、
訓練の実施を促す通知文
の発送
・集団指導における作成
啓発
・施設が作成した計画内
容の確認

・施設への計画の作成、
訓練の実施を促す通知文
の発送
・集団指導における作成
啓発
・施設が作成した計画内
容の確認

①浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難計画策定率

②土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難計画策定率

防災講話回数・防災講話の実施
・自主防災隊の訓練の
フォローアップ

29



通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

1-4

初期値 ①48回/年 ①2022

(2023) ②－ ②2022

現状値 ①45回/年 ①2023

（2024） ②2024.3公開 ②2023

目標値 ①50回/年 ①毎年

②公開 ②2023

1-4

初期値 100.0% 2022

(2023)

現状値 100.0% 2023

（2024）

目標値 100.0% 維持

1-1

初期値 1回/年 2022

(2023)

現状値 1回/年 2023

（2024）

目標値 1回/年以上 毎年

1-1

初期値 50回/年以上 2022

(2023)

現状値 50回/年以上 2023

（2024）

目標値 50回/年以上 2025

81 ●
都市防災

部

・緊急的に命を守るために避難する「指定
緊急避難場所」と災害後に避難生活を送る
「指定避難所」を指定しており、各種ハ
ザードマップや総合防災安心読本により、
一層の周知を図る。その際、両者の性質の
違いや災害種別によっては使用できない場
合があることについても、併せて啓発す
る。
・DXの推進として洪水の3Dハザードマップ
を閲覧できる環境を整備し、市民の防災意
識の更なる向上を図る。
・多段階の浸水想定図と水害リスクマップ
（国土交通省作成）の更なる周知に努め
る。

・防災講話の実施
・3D洪水ハザードマップ
の公開

・防災講話の実施

83
都市防災

部

・緊急地震速報は、音声により通知するこ
とが目的でなく、受信した各個人が適切な
身を守る行動をとることが重要である。防
災教育、出前講座等により、緊急地震速報
を聞いたときにとっさに身を守る適切な行
動がとれるよう引き続き啓発を行うととも
に「ぎふシェイクアウト」への参加を呼び
かける。

・緊急地震速報訓練の実
施

・緊急地震速報訓練の実
施

防災教育の
推進

82 ●

都市防災
部

教育委員
会事務局

・子どもを通じて、親世代の防災意識の向
上を図るため、学校において、これまで
培ったノウハウや県の「学校安全指導者派
遣事業」等を活用して、家庭や地域と連携
した自主的な防災教育の取り組みを継続的
に進めていく。

緊急地震速
報時の対応
強化

・市内全小中学校で防災
教育を年１回以上実施

・市内全小中学校で防災
教育を年１回以上実施

ハ ザ ー ド
マップの活
用

・防災講話の実施 ・防災講話の実施

防災訓練等での周知啓発回数

84 ●
都市防災

部

・過去の地震災害における死傷者のうち、
家具類の転倒・移動によるものの割合が高
いことから、家具固定の必要性を、あらゆ
る世代に普及させるとともに、取り付けが
できない高齢者等向けに、引き続き家具固
定器具の取付事業を周知し事業を推進す
る。

・家具固定に関する出前
講座等での啓発
・家具固定支援制度の実
施

・家具固定に関する出前
講座等での啓発
・家具固定支援制度の実
施

・家具固定に関する出前
講座等での啓発
・家具固定支援制度の実
施

・家具固定に関する出前
講座等での啓発
・家具固定支援制度の実
施

・家具固定に関する出前
講座等での啓発
・家具固定支援制度の実
施

家具固定の
推進

・緊急地震速報訓練の実
施

・緊急地震速報訓練の実
施

・緊急地震速報訓練の実
施

シェイクアウト訓練の実施

①防災講話回数

②3D洪水ハザードマップの公開

・防災講話の実施

・市内全小中学校で防災
教育を年１回以上実施

・市内全小中学校で防災
教育を年１回以上実施

・市内全小中学校で防災
教育を年１回以上実施

小中学校（市立）における防災教育実施率
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

2-1

1-4

初期値 463基 2022

(2023)

現状値 466基 2023

（2024）

目標値 維持

8-3

初期値 47回 2022

(2023)

現状値 46回 2023

（2024）

目標値 各地区年1回以上

8-3

初期値 49地域 2022

(2023)

現状値 49地域 2023

（2024）

目標値 50地域 2027

・自主防災組織への補助
金支援の継続
・地域の訓練の支援

・自主防災組織への補助
金支援の継続
・地域の訓練の支援

・自主防災組織への補助
金支援の継続
・地域の訓練の支援

地域防災訓練実施回数

自主防災組
織育成

87 ●
都市防災

部

・市内すべての50地域で自主防災組織が組
織され、防災訓練等積極的な防災活動に取
り組んでいる。地域特性に応じ各組織が必
要な資機材を配備できるよう、活動補助金
などの支援を行っており、引き続き必要な
支援を行うとともに地域派遣職員と連携
し、訓練等を行い更なる地域の防災力向上
を図っていく。

・自主防災組織への補助
金支援の継続
・地域の訓練の支援

・自主防災組織への補助
金支援の継続
・地域の訓練の支援

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

市の支援制度等により育成した防災士数（各地区1人以上）

防災士育成
88 ●

都市防災
部

・地域が主体的に避難所の運営を行うこと
により、平常時のコミュニティを活かした
運営の円滑化、職員が他の復旧業務に従事
することによる復旧の迅速化も見込むこと
ができるため、高度な防災知識と技能を有
する防災士を育成し、地域の避難所運営能
力の更なる向上を図る。
・災害対応力を強化する女性の視点を取り
入れるため、女性防災士の育成や、育成し
た防災士の更なる能力向上のためフォロー
アップを図る。

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災士育成支援事業の
継続。
・フォローアップ等の継
続教育の実施

・防災訓練や防災研修に
おいて、個人備蓄の重要
性について啓発を実施

設定なし

個人備蓄の
啓発

85 ●
都市防災

部

・大規模災害発生後には、物資供給の停滞
により、必要な食料等の入手が困難となる
可能性があるため、家庭等において食料品
などを3日分以上、できれば一週間の備蓄
の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。

・防災訓練や防災研修に
おいて、個人備蓄の重要
性について啓発を実施

・防災訓練や防災研修に
おいて、個人備蓄の重要
性について啓発を実施

・防災訓練や防災研修に
おいて、個人備蓄の重要
性について啓発を実施

・防災訓練や防災研修に
おいて、個人備蓄の重要
性について啓発を実施

・設置・運営訓練の実施
・必要に応じて、マニュ
アルの見直し
・同センターの周知

多言語化済の避難施設表示看板

外国人への
情報伝達

86 ●

都市防災
部

ぎふ魅力
づくり推

進部

・外国人被災者へ災害情報を伝達すること
を目的として、平成29年3月に、（公財）
岐阜市国際交流協会と岐阜市災害時多言語
支援センターの設置及び運営に関する協定
を締結し、その円滑な設置・運営のため、
毎年度、設置・運営訓練を行っている。令
和4年度は訓練を1回実施し、マニュアルの
見直しを行った。今後も、訓練等を通し
て、支援対策の充実を図っていくととも
に、同センターの周知を図り、災害時に有
効な情報伝達が出来るよう取り組んでい
く。

・設置・運営訓練の実施
・必要に応じて、マニュ
アルの見直し
・同センターの周知

・設置・運営訓練の実施
・必要に応じて、マニュ
アルの見直し
・同センターの周知

・設置・運営訓練の実施
・必要に応じて、マニュ
アルの見直し
・同センターの周知

・設置・運営訓練の実施
・必要に応じて、マニュ
アルの見直し
・同センターの周知
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

8-3

1-2

初期値 0.0% 2022

(2023)

現状値 0.0% 2023

（2024）

目標値 100.00% 2025

3-1

・“ホッとタウン”カ
レッジを年に2回開催
・ボランティア団体の活
動に必要な物品の支給

・“ホッとタウン”カ
レッジを年に2回開催
・ボランティア団体の活
動に必要な物品の支給

・“ホッとタウン”カ
レッジを年に2回開催
・ボランティア団体の活
動に必要な物品の支給

設定なし

89
市民生活

部

・ボランティア団体のリーダーを育成する
ため、防犯活動に関する情報提供等を行う
研修会“ホッとタウン”カレッジを年に2
回開催している。令和3年度は36団体が研
修会に参加した。引き続きボランティア団
体のリーダーを育成するため、研修会を開
催するとともに、団体に対し研修会の参加
を呼びかけていく。また、団体の活動に必
要となる物品の支給等により、ボランティ
ア団体の活動を引き続き支援していく。

・“ホッとタウン”カ
レッジを年に2回開催
・ボランティア団体の活
動に必要な物品の支給

・“ホッとタウン”カ
レッジを年に2回開催
・ボランティア団体の活
動に必要な物品の支給

防犯ボラン
ティア団体
の育成強化

・主要データの保管方法
の見直し検討

・主要データの保管方法
の見直し検討

・主要データの保管方法
の見直し検討

設定なし

主 要 デ ー
タ、プログ
ラム滅失対
策

91 行政部

被災等による行政データの破壊及び消失に
備え、主要データ、プログラムの保管方法
について検討する。

・主要データの保管方法
の見直し検討

・主要データの保管方法
の見直し検討

・内水氾濫シミュレー
ションの実施
・内水ハザードマップの
更新

水防法に基づく内水ハザードマップ公表率

内水ハザー
ドマップの
更新による
内水氾濫リ
スクの周知

90 ●

基盤整備
部

都市防災
部

・気候変動の影響により、水災害が頻発
化、激甚化すると予測されているため、想
定最大規模の降雨を対象とした内水による
浸水想定を作成するとともに、浸水想定結
果に基づく内水ハザードマップを公表する
ことにより内水氾濫のリスクを周知し、市
民の避難等の行動に繋げる。

・内水氾濫シミュレー
ションの実施

・内水氾濫シミュレー
ションの実施
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②官民連携

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

2-1

2-2

初期値 1回 2022

(2023)

現状値 1回 2023

（2024）

目標値 1回以上/年 毎年

2-5

4-1 ・自主防災隊のマニュ
アル作成支援を行う

・自主防災隊のマニュ
アル作成支援を行う

・自主防災隊のマニュ
アル作成支援を行う

設定なし

活動マニュ
ア ル の 整
備・見直し

95 ●
都市防災

部

・各自主防災隊が作成した地域防災コミュ
ニティ計画をはじめとする各種活動マニュ
アルを、状況に応じて見直しを行う。

・自主防災隊のマニュ
アル作成支援を行う

・自主防災隊のマニュ
アル作成支援を行う

設定なし

災害時にお
ける燃料確
保体制の整
備

94

都市防災
部

経済部

・災害時において燃料を確保するため、関
係組合と締結している協定の実効性を高め
るよう、平時より連携を高める。

・協定締結先の岐阜市
防災フェア等への参加

・協定締結先の岐阜市
防災フェア等への参加

93 消防本部

・大規模災害時、迅速かつ効果的に救出救
助が行える様、岐阜市消防本部受援計画、
岐阜県広域消防相互応援出場計画及び緊急
消防援助隊出動計画に基づき、岐阜県内各
消防本部との連携強化により災害対応能力
の向上を図っているが、今後も継続して行
う。
・救出救助に係る関係機関の連携体制を強
化するため、自衛隊、警察、消防等の関係
機関及び民間事業者等が相互に連携した実
践的な救出救助訓練を引き続き実施する。
・消防本部が所有する、無人航空機（ド
ローン）を活用することで、早期に情報を
収集が可能となり、市役所及び防災機関と
情報を共有し、早期に救出救助が行われる
よう、今後も連携訓練を行う。

・緊急消防援助隊岐阜
県大隊訓練の実施を実
施した

・緊急消防援助隊岐阜
県大隊訓練の実施

・協定締結先の岐阜市
防災フェア等への参加

・協定締結先の岐阜市
防災フェア等への参加

・協定締結先の岐阜市
防災フェア等への参加

設定なし

支援物資供
給等に係る
官民の連携
体制の強化

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

・緊急消防援助隊岐阜
県大隊訓練の実施

・緊急消防援助隊岐阜
県大隊訓練の実施

・緊急消防援助隊岐阜
県大隊訓練の実施

各種機関との連携訓練実施について

救出救助に
係る連携体
制の強化

92
都市防災

部

生活必需物資や医療救護、緊急救援など災
害時における応援協定を各分野で締結して
おり、引き続き新たな協定締結先の検討を
進める必要がある。また、災害時において
確実に活動できるよう、各協定締結団体と
平時からの「顔の見える」関係を構築し、
実践的な共同訓練を行う.

・各分野での協定拡充
の検討
・協定締結先の岐阜市
防災フェアへの参加
・協定先との総合防災
訓練の実施

・各分野での協定拡充
の検討
・協定締結先の岐阜市
防災フェアへの参加
・協定先との総合防災
訓練の実施

・各分野での協定拡充
の検討
・協定締結先の岐阜市
防災フェアへの参加
・協定先との総合防災
訓練の実施

・各分野での協定拡充
の検討
・協定締結先の岐阜市
防災フェアへの参加
・協定先との総合防災
訓練の実施

・各分野での協定拡充
の検討
・協定締結先の岐阜市
防災フェアへの参加
・協定先との総合防災
訓練の実施
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

5-1

5-1

8-3

初期値 ①56.9% ①2022

(2023) ②44地区 ②2022

現状値 ①55.4% ①2023

（2024） ②44地区 ②2023

目標値 ①― ①2027

②50地区 ②2027

・自治会連絡協議会で
のタブレット等活用に
よるＤＸ化推進
・地区別ＤＸ講座の開
催による連合会、単位
自治会内のＤＸ化推進
（20地区）
・まちづくり協議会新
規設立の働きかけと地
域まちづくりビジョン
の策定支援

・自治会連絡協議会で
のタブレット等活用に
よるＤＸ化推進
・まちづくり協議会新
規設立の働きかけと地
域まちづくりビジョン
の策定支援

・自治会連絡協議会で
のタブレット等活用に
よるＤＸ化推進
・まちづくり協議会新
規設立の働きかけと地
域まちづくりビジョン
の策定支援

①自治会加入率

②まちづくり協議会の設立地区数

98
市民協働
推進部

・少子高齢化や人口減少、個人の価値観の
変化などにより、地域活動の担い手の高齢
化や担い手の不足が大きな課題となってい
ることから、地域コミュニティ機能の維
持・発展に向けた対策を行う。
・自治会をはじめ各地域の各種団体の活動
が、将来に亘って持続可能なものとするた
めに、市内50地域において、「地域と市長
との懇話会」を開催し、現在の状況や課題
について意見交換を実施している。
・協働の取り組みを通じ、将来を担う人材
の育成を推進するとともに、地域コミュニ
ティのDXを推進し担い手の負担軽減を図
る。
・地域内にある自治会・各種団体等の連携
及び意思疎通を促進し、「地域全体(まち
づくり協議会)」の枠組みを共有化するこ
とで、各団体の得意分野を生かした協力関
係により、活動の活性化につながる、ある
いは活動に伴う負担を軽減するアイデアが
生み出される環境を育て、コミュニティ活
動の維持を図る。

・自治会連絡協議会へ
のタブレット端末導入
等によるＤＸ化推進
・地区別ＤＸ講座の開
催による連合会、単位
自治会内のＤＸ化推進
（50地区）
・R4年度「地域と市長
との懇話会」の意見を
もとに、各種団体幹部
と市長との意見交換を
・まちづくり協議会新
規設立の働きかけと地
域まちづくりビジョン
の策定支援

・自治会連絡協議会で
のタブレット等活用に
よるＤＸ化推進
・地区別ＤＸ講座の開
催による連合会、単位
自治会内のＤＸ化推進
（30地区）
・まちづくり協議会新
規設立の働きかけと地
域まちづくりビジョン
の策定支援

地域コミュ
ニティ活動
支援

・セミナーやワーク
ショップに参加した事
業者や、巡回指導等で
事業者ＢＣＰの策定支
援を行った事業者の取
組状況を確認し、適宜
見直しを図るよう指導

・セミナーやワーク
ショップに参加した事
業者や、巡回指導等で
事業者ＢＣＰの策定支
援を行った事業者の取
組状況を確認し、適宜
見直しを図るよう指導

・セミナーやワーク
ショップに参加した事
業者や、巡回指導等で
事業者ＢＣＰの策定支
援を行った事業者の取
組状況を確認し、適宜
見直しを図るよう指導

設定なし

小規模事業
者の支援に
関する法律
に基づく支
援

97 経済部

・地域の防災を担う本市と商工会及び商工
会議所が連携し、自然災害等に備える小規
模事業者の取り組みを支援する計画を作成
する。

・セミナーやワーク
ショップに参加した事
業者や、巡回指導等で
事業者ＢＣＰの策定支
援を行った事業者の取
組状況を確認し、適宜
見直しを図るよう指導

・セミナーやワーク
ショップに参加した事
業者や、巡回指導等で
事業者ＢＣＰの策定支
援を行った事業者の取
組状況を確認し、適宜
見直しを図るよう指導

・市信用保証協会、金
融機関と連携し、災害
復旧のための融資制度
である「災害関係保
証」を案内

・市信用保証協会、金
融機関と連携し、災害
復旧のための融資制度
である「災害関係保
証」を案内

・市信用保証協会、金
融機関と連携し、災害
復旧のための融資制度
である「災害関係保
証」を案内

設定なし

中小企業振
興融資によ
る資金繰り
の支援

96 経済部

・地震、風水害、火災等の災害により著し
い影響を受け、資金調達が困難な中小企業
者等の災害復旧のための融資を行う。

・市信用保証協会、金
融機関と連携し、災害
復旧のための融資制度
である「災害関係保
証」を案内

・市信用保証協会、金
融機関と連携し、災害
復旧のための融資制度
である「災害関係保
証」を案内
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③老朽化対策

通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

1－1

1-2

初期値 100.0% 2021

(2023)

現状値 100.0% 2022

（2024）

目標値 100.0% 2027

5-2ほか

初期値 ①40.0% ①2022

(2023) ②100.0% ②2021

③100.0% ③2021

現状値 ①60.0% ①2023

（2024） ②20.0% ②2023

③0.0% ③2023

目標値 ①100.0% ①2025

②100.0% ②2027

③100.0% ③2027

101
基盤整備

部

・高度経済成長期以降の集中的な道路整備
に伴い、多数の道路橋等が建設され、今
後、それらの老朽化の進行が見込まれるた
め、舗装、トンネルなどの道路施設に係る
長寿命化修繕計画に基づき修繕工事を進め
るなど、引き続き予防保全的な対策を計画
的に進め、健全な道路ネットワークの維持
に努める。

①橋梁の長寿命化修繕
を実施する（16橋）
②横断歩道橋の長寿命
化修繕を実施する（3
橋）

①橋梁の長寿命化修繕
を実施する（13橋）
②横断歩道橋の長寿命
化修繕を実施する（対
象横断歩道橋は次期計
画にて決定）
③トンネルの長寿命化
修繕を実施する（対象
トンネルは計画にて決
定）

道路施設の
維持・長寿
命化対策

①橋梁の長寿命化修繕
を実施する（14橋）
②横断歩道橋の長寿命
化修繕を実施する（対
象横断歩道橋は次期計
画にて決定）
③トンネルの長寿命化
修繕を実施する（対象
トンネルは計画にて決
定

①橋梁の長寿命化修繕
を実施する（対象橋梁
は次期計画にて決定）
②横断歩道橋の長寿命
化修繕を実施する（対
象横断歩道橋は次期計
画にて決定）
③トンネルの長寿命化
修繕を実施する（対象
トンネルは計画にて決
定

①橋梁の長寿命化修繕
を実施する（対象橋梁
は次期計画にて決定）
②横断歩道橋の長寿命
化修繕を実施する（対
象横断歩道橋は次期計
画にて決定）
③トンネルの長寿命化
修繕を実施する（対象
トンネルは計画にて決
定

①橋梁長寿命化修繕計画対象の道路橋

②横断歩道橋

③トンネル

設定なし・高度経済成長の人口増加等に対応するた
め整備した公共施設等が、近い将来一斉に
耐用年数を迎えることから、公共施設等の
全体の状況を把握し、長期的な視点をもっ
て施設の更新・長寿命化などを計画的に行
うため、「岐阜市公共施設等総合管理計
画」を策定しており、計画に基づき、公共
施設等の総合的かつ計画的なマネジメント
を推進していく。

公共施設の
総合的な管
理計画

・大江排水機場の整備
補修工事を実施

・大江排水機場の整備
補修工事を実施

・城田寺排水機場の整
備補修工事を実施

排水機場の点検及び長寿命化対策率

河川・水路
施設等の維
持・長寿命
化対策

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

①管理者点検に関する
職員研修を実施した。

②建築物系施設の劣化
状況を確認し、更新工
事等の優先順位を設定
した。

①管理者点検に関する
職員研修を実施し、施
設管理者の技術力向上
を図る。

②建築物系施設の重要
度や劣化状況を踏ま
え、更新工事等に優先
順位を設定し、「事後
保全型」から「予防保
全型」への転換を目指
す。

①管理者点検に関する
職員研修を実施し、施
設管理者の技術力向上
を図る。

②建築物系施設の重要
度や劣化状況を踏ま
え、更新工事等に優先
順位を設定し、「事後
保全型」から「予防保
全型」への転換を目指
す。

①管理者点検に関する
職員研修を実施し、施
設管理者の技術力向上
を図る。

②建築物系施設の重要
度や劣化状況を踏ま
え、更新工事等に優先
順位を設定し、「事後
保全型」から「予防保
全型」への転換を目指
す。

①管理者点検に関する
職員研修を実施し、施
設管理者の技術力向上
を図る。

②建築物系施設の重要
度や劣化状況を踏ま
え、更新工事等に優先
順位を設定し、「事後
保全型」から「予防保
全型」への転換を目指
す。

99 財政部●

100
基盤整備

部

・浸水被害の防止、軽減のためには、河
川・水路施設が効果を確実に発揮すること
が求められる。治水対策の推進により増加
した河川・水路施設等の経年劣化等が進行
しているため、排水機場や樋門等につい
て、予防保全手法への移行を図りつつ、機
能保全計画に基づき、計画的に施設の維持
管理、長寿命化及び更新を進める。

・城田寺排水機場、玄
蕃排水機場の整備補修
工事を実施

・大江五十石排水機場
の整備補修工事を実施
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通
リスクシナ
リオ

推進方針・

番 関連施策名 具体的取り組み内容 2023 2024 2025 2026 2027 指標値 計測時期

重
点
化

担当部局

各年度の実施事項 重要業績指標（ＫＰＩ）

5-3

6-1

初期値 ①66.0% ①2022

(2023) ②81.0% ②2022

③66.7% ③2022

④12.2% ④2022

現状値 ①66.0% ①2023

（2024） ②81.0% ②2023

③77.8% ③2023

④34.1% ④2023

目標値 ①67.0% ①2024

②90.0% ②2024

③77.8% ③2024

④100.0% ④2025

・長良地区、梅林地
区、華陽地区の配水幹
線布設替工事を実施
・佐波配水池耐震補強
工事を実施
・岐阜市下水道ストッ
クマネジメント計画
（第２期）に基づき、
汚水管渠の耐震化、並
びに、下水処理場（中
部プラント、北部プラ
ント、南部プラント、
北西部プラント）、汚
水ポンプ場（須賀ポン
プ場、則武ポンプ場）
の改築に係る委託・工
事を実施
・岐阜市下水道総合地
震対策計画（第３期）
に基づき、汚水管渠、
雨水排水路の耐震化に
係る委託・工事を実施

①水源施設の耐震化率（浄水施設能力ベース）

②配水池の耐震化率（容量ベース）
③下水道総合地震対策計画に基づく処理場・ポンプ場の耐震対
策実施率

④ストックマネジメント計画に基づく管路耐震化実施率

103
上下水道
事業部

・水源などの施設及び管路のシステム全体
で耐震化を進める必要があるため、防災上
重要な基幹施設として位置付けた施設のう
ち、耐震対策が必要な水源地、配水池、基
幹管路及び防災上重要な管路について、優
先的に耐震化を図ってきており、更なる耐
震化を促進する。
・耐震対策指針改定前に建設された施設に
ついて、重要な管渠、マンホール及び処理
施設の耐震補強を進めているが、更なる耐
震補強を進める。

・金華地区および今川
町、竜田町、長良地内
の配水幹線布設替工事
を実施
・鏡岩水源地管理棟改
築工事を実施
・本荘水源地（西側）
耐震補強工事を実施
・方県加圧施設建設工
事を実施
・岐阜市下水道ストッ
クマネジメント計画
（第２期）に基づき、
汚水管渠の耐震化、並
びに、下水処理場（中
部プラント、北部プラ
ント、南部プラント、
北西部プラント）、汚
水ポンプ場（須賀ポン
プ場、則武ポンプ場）
の改築に係る委託・工
事を実施
・岐阜市下水道総合地
震対策計画（第３期）
に基づき、汚水管渠、
雨水排水路の耐震化に
係る委託・工事を実施

・金華地区、今川町、
長良、祇園地内の配水
幹線布設替工事及び長
良地区、竜田町配水幹
線布設替えに係る委託
を実施
・鏡岩水源地管理棟改
築工事を実施
・本荘水源地（西側）
耐震補強工事を実施
・方県加圧施設建設工
事を実施
・岐阜市下水道ストッ
クマネジメント計画
（第２期）に基づき、
汚水管渠の耐震化、並
びに、下水処理場（中
部プラント、北部プラ
ント、南部プラント、
北西部プラント）、汚
水ポンプ場（須賀ポン
プ場、則武ポンプ場）
の改築に係る委託・工
事を実施
・岐阜市下水道総合地
震対策計画（第３期）
に基づき、汚水管渠、
雨水排水路の耐震化に
係る委託・工事を実施

上下水道施
設 の 耐 震
化・老朽化
対策

・土地改良施設維持管
理適正化事業実施

・土地改良施設維持管
理適正化事業実施

・金華地区、竜田町、
長良、祇園地内の配水
幹線布設替工事及び長
良地区の配水幹線布設
替えに係る委託を実施
・方県加圧施設建設工
事を実施
・柳津水源地耐震補強
詳細設計を実施
・岐阜市下水道ストッ
クマネジメント計画
（第２期）に基づき、
汚水管渠の耐震化、並
びに、下水処理場（中
部プラント、北部プラ
ント、南部プラント、
北西部プラント）、汚
水ポンプ場（須賀ポン
プ場、則武ポンプ場）
の改築に係る委託・工
事を実施
・岐阜市下水道総合地
震対策計画（第３期）
に基づき、汚水管渠、
雨水排水路の耐震化に
係る委託・工事を実施

・金華地区、梅林地
区、華陽地区の配水幹
線布設替工事及び長良
地区の配水幹線布設替
えに係る委託を実施
・方県加圧施設建設工
事を実施
・柳津水源地耐震補強
工事を実施
・佐波配水池耐震補強
詳細設計を実施
・岐阜市下水道ストッ
クマネジメント計画
（第２期）に基づき、
汚水管渠の耐震化、並
びに、下水処理場（中
部プラント、北部プラ
ント、南部プラント、
北西部プラント）、汚
水ポンプ場（須賀ポン
プ場、則武ポンプ場）
の改築に係る委託・工
事を実施
・岐阜市下水道総合地
震対策計画（第３期）
に基づき、汚水管渠、
雨水排水路の耐震化に
係る委託・工事を実施

・土地改良施設維持管
理適正化事業実施

設定なし

農業水利施
設の老朽化
対策

102 経済部

・農業用施設の点検を進め、老朽化した農
業用施設の更新を計画的に進める。

・土地改良施設維持管
理適正化事業実施

・土地改良施設維持管
理適正化事業実施
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（４）今回のアクションプラン改定における地域計画からの変更点 
  

① 推進方針の修正 
 ・施策分野：都市・住宅・土地利用 

   通番２７ 盛土対策 

大規模盛土造成地については、定期的に現地確認を行っていたところであるが、

「宅地造成及び特定盛土等規制法」令和 5年 5月 26 日施行に基づき、よりスキマの

ない規制とするため基礎調査（既存盛土調査）を併せて実施。 

 ・産業 

   通番５０：観光施設等の耐震化 

    長良川国際会議場や文化産業交流センター（じゅうろくプラザ）の特定天井（ホー

ル等）は、地震により脱落し重大な危険が生ずる恐れがあるため、天井落下防止改

修工事を実施。 

 
②指標の変更 

  施策の進捗状況を踏まえた指標の見直しを行った。 
■指標の一部変更 

施策分野 アクション 

プラン通番 

施策名称 基本計画における指標 
上段：名称 

下段左：当初 下段右：目標値 

アクションプラン 
上段：名称 

下段左：当初 下段右：目標値 リスクシナリオ番号 

行政機能 ９ 

 

救命救急体制の

充実 

救命講習実施状況 救命講習実施状況 

2-4 12,985 人/年

(2022) 

15,582 人/年

（2027） 

12,985 人/年

(2022) 

20,515 人/年

(2027) 
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（５）アクションプラン実行のための関係府省庁の支援 
 

国土強靱化地域計画に基づき実施される取組等に対しては、関係府省庁による支援がなされ

ることとされている。このため、アクションプランに記載の事業の実施に当たっては必要に応

じ対象となる交付金・補助金の活用を検討するものとする。 

なお、2020 年度より、これまでの「一定程度配慮」に加え、更に重点配分、優先採択等の重

点化を行うことにより、支援の充実を図ることとされている。支援が講じられる交付金・補助

金は以下に掲げる関係 10府省庁所管の 57 の補助金・交付金である。 

 

表 令和 6 年度予算案における国土強靱化地域計画に基づき実施される取り組み等に対する関係府省庁の支援 

（「令和6年度予算案における国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援等について」より作成） 

 

通

番 

府省 

庁名 

交付金・ 

補助金の名称 
交付金・補助金の概要 

国土強靱化地域計画に基づき 

実施される取組に対する支援等 

交付

対象 

（参考） 

令和 6 年度 

政府予算案 

（百万円） 

1 
内閣

府 

デジタル田園都

市国家構想交付

金（※１）（地方

創生推進タイプ

「地方創生整備

推進型」 

地域再生法の規定により、地方公共団体が

作成する地域再生計画に基づき、地方創生

のより一層の推進のための基盤整備に対

して支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

39,777 

の内数  

2 
警察

庁 

都道府県警察施

設整備費補助金 

（一般施設整備

費補助金） 

警察本部、警察署等の警察施設の整備事業

（耐震化事業を含む）に対して支援を行

う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

都道

府県 
5,527 

3 
警察

庁 

都道府県警察施

設整備費補助金

（交通安全施設

等整備費補助金） 

交通の安全を確保する必要があると認め

られる道路における特定交通安全施設等

整備事業（交通安全施設等整備事業の推進

に関する法律（昭和 41 年法律第 45 号）第

３条第１項に規定する特定交通安全施設

等整備事業をいう。）の実施に対して支援

を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

都道

府県 
9,310 

4 

こど

も家

庭庁 

次世代育成支援

対策施設整備交

付金 

児童養護施設等の防災・減災対策を推進す

るため、耐震化整備、ブロック塀等改修、

非常用自家発電設備の整備、水害対策のた

めの施設改修等の支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

6,652 

の内数 

5 

こど

も家

庭庁 

就学前教育・保育

施設整備交付金 

保育所等の防災・減災対策を推進するた

め、耐震化整備、ブロック塀等改修、非常

用自家発電設備の整備、水害対策のための

施設改修等の支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

24,462 

の内数 
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通

番 

府省 

庁名 

交付金・ 

補助金の名称 
交付金・補助金の概要 

国土強靱化地域計画に基づき 

実施される取組に対する支援等 

交付

対象 

（参考） 

令和 6 年度 

政府予算案 

（百万円） 

6 
総務

省 

放送ネットワー

ク整備支援事業

費補助金 

被災情報や避難情報など、国民の生命・財

産の確保に不可欠な情報を確実に提供す

るため、災害発生時に地域において重要な

情報伝達手段となる放送ネットワークの

強靱化を実現するための支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

1,378 

の内数 

7 
総務

省 

無線システム普

及支援事業費等

補助金 

電波の適正な利用の確保に関し総務大臣

が無線局全体の受益を直接の目的として

行う事務の一環として、対策事業（電波遮

へい対策事業及び無線システム普及支援

事業の総称をいう。）に電波利用料財源を

充て、支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

333 

の内数 

8 
総務

省 

消防防災施設整

備費補助金 

地方公共団体が整備する消防防災施設（耐

震性貯水槽、備蓄倉庫（地域防災拠点施

設）、高機能消防指令センター等）の整備

に対して支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体 

1,372 

の内数 

9 
総務

省 

緊急消防援助隊

設備整備費補助

金 

地方公共団体が整備する緊急消防援助隊

の設備（消防ポンプ自動車、救助工作車、

救急自動車等）に対して支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体 

4,986 

の内数 

10 

文部

科学

省 

学校施設環境改

善交付金 

子供たちの学習・生活の場であるととも

に、災害時には子供たちの命を守り、また、

避難所となる学校施設の耐震化、防災機能

強化、老朽化対策を推進するための支援を

行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体 

17,727 

の内数 

11 

文部

科学

省 

国宝重要文化財

等保存・活用事業

費補助金 

国民共有の財産である文化財を次世代に

継承するため、文化財の保存・伝承等のた

めの各種事業（建造物・美術工芸品保存修

理、史跡整備等）に対する支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

24,598 

の内数 

12 

文部

科学

省 

国宝重要文化財

等防災施設整備

費補助金 

国指定文化財（建造物）等の防火対策や、

耐震対策、国宝・重要文化財（美術工芸品）

の所有者等が行う、文化財の防災対策を推

進するため、施設整備に対する支援を行

う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

2,314 

の内数 

13 

厚生

労働

省 

地方改善施設整

備費補助金 

市町村が設置・運営する隣保館について、

耐震化に対応した整備等に対する支援を

行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

443 

の内数 

14 

厚生

労働

省 

社会福祉事業施

設等貸付事業利

子補給金 

独立行政法人福祉医療機構において、防

災・減災対策を推進するため、耐震化整備

事業等に係る融資については、貸付条件の

優遇（貸付金利の引き下げ）を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

独立

行政

法人

福祉

医療

機構 

2,706 

の内数 
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15 

厚生

労働

省 

社会福祉施設等

施設整備費補助

金 

障害者施設等の防災・減災対策を推進する

ため、耐震化整備、ブロック塀等改修、非

常用自家発電設備の整備、水害対策のため

の施設改修等の支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

4,474 

の内数 

16 

厚生

労働

省 

地域介護・福祉空

間整備等施設整

備交付金 

高齢者施設等の防災・減災対策を推進する

ため、耐震化整備、ブロック塀等の改修、

非常用自家発電設備の整備、水害対策のた

めの施設改修等の支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

1,167 

の内数 

17 

農林

水産

省 

強い農業づくり

総合支援交付金

（卸売市場施設

整備） 

災害等の緊急事態であっても継続的に生

鮮食料品等を供給できるよう、防災・減災

対応を行うための卸売市場施設の整備を

支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「国土

強靱化に資する防災・減災の

ための整備の取組」について

は、地域計画に位置づけられ

ていることを交付の要件と

する。 

地方

公共

団体

等 

12,052 

の内数 

18 

農林

水産

省 

農村地域防災減

災事業 

地震・集中豪雨等による災害を防止し、農

村地域の防災力の向上を図るための総合

的な防災・減災対策に対して支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

38,101 

の内数 

19 

農林

水産

省 

農山漁村地域整

備交付金 

地方の裁量によって実施する農林水産業

の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を

支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体 

76,999 

の内数 

20 

農林

水産

省 

農業水路等長寿

命化・防災減災事

業 

農業の持続的な発展を後押しするため、農

業水利施設の機能の安定的な発揮に必要

な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び

防災減災対策を早期に効果が発現する地

区を対象にきめ細かく支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

28,150 

の内数 
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21 

農林

水産

省 

農山漁村振興交

付金＜①農山漁

村発イノベーシ

ョン対策のうち

「地域活性化型」

「農山漁村発イ

ノベーション創

出支援型」「産業

支援型」、②農山

漁村発イノベー

ション対策のう

ち「定住促進・交

流対策型」「農泊

推進型」「農福連

携型」、都市農業

機能発揮対策、③

中山間地農業推

進対策、山村活性

化対策、最適土地

利用総合対策＞ 

地域防災力の向上に資する農村等のコミ

ュニティの維持・活性化を後押しするた

め、農山漁村における就業の場の確保、所

得の向上及び雇用の増大を図る取組を支

援する。 

①地域計画に基づく事業に

ついて、重点配分、優先採択

等の重点化。②地域計画に明

記された事業について、重点

配分、優先採択等の重点化。

③地域計画に基づく事業に

ついて、交付の判断にあた

り、一定程度配慮。 

地方

公共

団体

等 

8,389 

の内数 

22 

農林

水産

省 

鳥獣被害防止総

合対策交付金 

鳥獣被害防止特措法（平成 19 年法律第 134

号）により市町村が作成する「被害防止計

画」に基づく、地域関係者が一体となった

鳥獣被害防止の取組に対して支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

9,900 

の内数 

23 

農林

水産

省 

治山事業 

森林の維持造成を通じて山地に起因する

災害から地域の安全・安心を確保し、また、

水源の涵養、生活環境の保全及び形成を図

るため、治山施設の設置や機能の低下した

森林の整備に対して支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

都道

府県 

57,363 

の内数 

24 

農林

水産

省 

森林整備事業（山

村強靱化林道整

備事業） 

持続的な森林経営の実現に向けて、強靱で

災害に強い幹線林道の開設・改良を支援す

る。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体

等 

5,659 

の内数 

25 

農林

水産

省 

林業・木材産業循

環成長対策 

山地災害危険地区等の山地防災情報共有

体制の整備、山地防災情報の提供及び大規

模山地災害発生時における協力体制の整

備に対して支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

都道

府県 

6,410 

の内数 

26 

農林

水産

省 

森林・山村多面的

機能発揮対策交

付金 

地域住民、森林所有者等が協力して行う森

林の保全管理や森林資源の利用等の取組

に対して支援を行う。（本交付金は、地域

の活動組織からの申請に応じて、各地域協

議会の裁量により予算を配分する仕組

み。） 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地域

協議

会 

851 

の内数 

27 

農林

水産

省 

水産物供給基盤

整備事業費補助

（水産基盤整備

事業） 

国民に安心で高品質な水産物を安定的に

供給し、輸出の拡大等による水産業の成長

産業化を実現していくため、拠点漁港の機

能強化と養殖拠点の整備を支援する。併せ

て、漁港施設の強靱化・長寿命化対策等を

支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。。 

地方

公共

団体

等 

48,004 

の内数 
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28 

農林

水産

省 

水産資源環境整

備事業費補助（水

産基盤整備事業） 

国民に安心で高品質な水産物を安定的に

供給し、輸出の拡大等による水産業の成長

産業化を実現していくため、拠点漁港の機

能強化と養殖拠点の整備等を支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

29 

農林

水産

省 

浜の活力再生・成

長促進交付金 

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プ

ラン」の着実な推進を支援するため、浜プ

ランに位置付けられた共同利用施設の整

備、地域一体でのデジタル技術の活用、密

漁防止対策等の取組を支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。また、「防災対策

関係」の事業については、地

域計画の策定を交付の要件

とする。 

地方

公共

団体

等 

1,952 

の内数 

30 

農林

水産

省 

漁港機能増進事

業 

漁港のストック効果の最大化を図るため、

漁港の就労環境改善、安全対策向上・強靱

化、漁港ストックの利用適正化等に資する

整備を支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

都道

府県 

450 

の内数 

31 

農林

水産

省 

海岸保全施設整

備事業費補助（農

地海岸、漁港海

岸） 

海岸法に基づき、国土の保全を目的とし

て、高潮、津波、波浪及び侵食による被害

から海岸を防護するため、海岸保全施設の

整備を支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

海岸

管理

者

（地

方公

共団

体） 

4,343 

の内数 

32 

経済

産業

省 

石油製品販売業

構造改善対策事

業費等補助金 

石油製品販売業者が取り組んでいる構造

改善事業を促進するために構造改善対策

事業及び環境保全対策事業や、民間団体等

へ災害時に備えた社会的重要インフラへ

の自衛的な燃料備蓄の推進事業に対して

支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

7,216 

の内数 

33 

国土

交通

省 

防災・安全交付金 

地方公共団体が作成した、命と暮らしを守

るインフラ再構築又は生活空間の安全確

保を実現するための「整備計画」に基づく

取組について、政策目的実現のための基幹

的な社会資本整備事業のほか、関連する社

会資本整備等に対して総合的・一体的に支

援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

870,652 
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34 

国土

交通

省 

住宅市街地総合

整備促進事業費

補助＜①密集市

街地総合防災事

業②空き家対策

総合支援事業③

地域居住機能再

生推進事業④地

域防災拠点建築

物整備緊急促進

事業＞ 

①高齢化の著しい密集市街地において、防

災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居住

促進を図るため、子育て支援施設・福祉施

設等の生活支援機能等の整備を進めるな

ど、密集市街地における総合的な環境整備

を推進するための支援を行う。②空家特措

法に基づく空家等対策計画に基づき市町

村が実施する、空き家の除却、活用、実態

把握等の総合的な空き家対策の取組を支

援する。③公営住宅などの公的賃貸住宅の

建替・集約化等と合わせた子育て支援施設

や福祉施設等の整備を進め、地域の多様な

ニーズに応じた居住環境の整備を図るた

めの支援を行う。④地域の防災拠点となる

建築物の整備を促進するため、大規模な建

築物等の耐震化並びに災害時に発生する

避難者及び帰宅困難者等を一時的に受け

入れる施設の整備をワンパッケージで重

点的に支援する。 

①地域計画に明記された事

業について、重点配分、優先

採択等の重点化。②地域計画

に明記された事業について、

重点配分、優先採択等の重点

化。③地域計画に明記された

事業について、交付の判断に

あたり、一定程度配慮。④地

域計画に明記された事業に

ついて、重点配分、優先採択

等の重点化。 

地方

公共

団体

等 

120,662 

の内数 

35 

国土

交通

省 

港湾改修費補助 

港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港

湾、重要港湾及び地方港湾において一般公

衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭

施設、係留施設又は臨港交通施設を建設又

は改良するための支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

港湾

管理

者

（地

方公

共団

体

等） 

19,481 

の内数 

36 

国土

交通

省 

海岸保全施設整

備事業費補助 

地域の防災力強化やインフラ老朽化対策

等の観点から、海岸管理者が実施する海岸

事業に対して集中的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

海岸

管理

者

（地

方公

共団

体

等） 

7,393 

の内数 

37 

国土

交通

省 

地籍調査費負担

金 

市町村等が実施する地籍調査に対する支

援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体

等 

3,660 

の内数 

38 

国土

交通

省 

地籍整備推進調

査費補助金 

都市部において、民間事業者や地方公共団

体が作成する地籍調査以外の測量成果を、

地籍調査と同等以上の精度・正確さを有す

るものとして地籍整備に活用できるよう

支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体

等 

177 

の内数 

39 

国土

交通

省 

特定洪水対策等

推進事業費補助 

地域の防災力強化やインフラ老朽化対策

等の観点から、地方公共団体が実施する河

川事業に対して集中的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体 

36,252 

の内数 
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通

番 

府省 

庁名 

交付金・ 

補助金の名称 
交付金・補助金の概要 

国土強靱化地域計画に基づき 

実施される取組に対する支援等 

交付

対象 

（参考） 

令和 6 年度 

政府予算案 

（百万円） 

40 

国土

交通

省 

特定都市河川浸

水被害対策推進

事業費補助 

流域の関係者による流域対策を推進する

ため、特定都市河川浸水被害対策法に基づ

き指定された特定都市河川流域で地方公

共団体、民間事業者等が実施する河川およ

び雨水貯留浸透施設等の整備に対して集

中的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体

等 

3,840 

の内数 

41 

国土

交通

省 

堰堤改良費補助 

地域の防災力強化やインフラ老朽化対策

等の観点から、都道府県が実施するダム事

業に対して集中的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

都道

府県 

3,223 

の内数 

42 

国土

交通

省 

特定土砂災害対

策推進事業費補

助 

地域の防災力強化やインフラ老朽化対策

等の観点から、地方公共団体が実施する砂

防関係事業に対して集中的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。 

地方

公共

団体 

26,960 

の内数 

43 

国土

交通

省 

下水道防災事業

費補助 

大規模な雨水処理施設の計画的な整備や

適切な機能確保、河川事業と一体的に実施

する事業への支援等を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、重点配分、優先採択等

の重点化。。 

地方

公共

団体 

80,450 

の内数 

44 

国土

交通

省 

都市安全確保促

進事業費補助金 

大規模な地震が発生した場合における都

市再生緊急整備地域内並びに主要駅及び

中心駅周辺の滞在者等の安全の確保と都

市機能の継続を図るため、災害発生時の円

滑な退避や物資の提供等のソフト・ハード

両面の対策を総合的に支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

57 

の内数 

45 

国土

交通

省 

無電柱化推進事

業費補助 

地方公共団体が施行する都府県道等の無

電柱化推進事業に必要な事業に対し支援

する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

30,441 

の内数 

46 

国土

交通

省 

道路交通安全施

設等整備事業費

補助 

地方公共団体が施行する都府県道等の交

通安全施設等整備事業に必要な事業に対

し支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

59,294 

の内数 

47 

国土

交通

省 

道路更新防災等

対策事業費補助 

地方公共団体が施行する都府県道等の道

路更新防災等対策事業に必要な事業に対

し支援する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

236,245 

の内数 

48 

国土

交通

省 

地域連携道路事

業費補助 

地方公共団体が施行する都府県道等の地

域連携推進事業に必要な事業に対し支援

する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

96,284 

の内数 

49 

国土

交通

省 

交通連携道路事

業費補助 

地方公共団体が施行する都府県道等の交

通連携推進事業に必要な事業に対し支援

する。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

54,519 

の内数 

50 

国土

交通

省 

道路交通円滑化

事業費補助 

地方公共団体が施行する一般国道等の交

通円滑化事業に必要な事業に対し支援す

る。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体 

5,500 

の内数 

51 

国土

交通

省 

空港整備事業費

補助金 

空港における、基本施設（滑走路、着陸帯、

誘導路等）や附帯施設の新設、改良等の施

設整備に対して支援を行う。 

地域計画に基づく事業につ

いて、交付の判断にあたり、

一定程度配慮。 

地方

公共

団体

等 

13,638 

の内数 

52 
環境

省 

自然環境整備交

付金 

政府の重要課題である「自然と人間が共生

する社会」の実現のため、地方公共団体が

行う国立公園、国定公園等の整備を支援

し、地域の特性を生かした自然とのふれあ

いの場の整備や自然環境の保全・再生を支

援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

1,899 
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通

番 

府省 

庁名 

交付金・ 

補助金の名称 
交付金・補助金の概要 

国土強靱化地域計画に基づき 

実施される取組に対する支援等 

交付

対象 

（参考） 

令和 6 年度 

政府予算案 

（百万円） 

53 
環境

省 

環境保全施設整

備交付金 

国立公園等の施設に訪れるあらゆる人が

安全に利用出来る環境の整備を効率的に

行うため、中長期的な視点で計画的に施設

の長寿命化対策を支援する。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、地域計

画の策定を交付の要件とす

る。 

地方

公共

団体 

60 

54 
環境

省 

循環型社会形成

推進交付金（浄化

槽分） 

生活排水を適正に処理し、健全な水環境を

確保するとともに、災害に強い浄化槽の特

徴を活かし、強靱なまちづくりに資する浄

化槽の整備に対して支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

9,167 

55 
環境

省 

二酸化炭素排出

抑制対策事業費

等補助金（地域レ

ジリエンス・脱炭

素化を同時実現

する公共施設へ

の自立・分散型エ

ネルギー設備等

導入推進事業） 

地域防災計画により災害時に避難施設等

として位置付けられた公共施設、又は業務

継続計画により、災害等発生時に業務を維

持するべき施設への再生可能エネルギー

設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に

加え、災害時にもエネルギー供給等の機能

発揮を可能とする。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、地域計

画の策定を交付の要件とす

る。 

地方

公共

団体

等 

2,000 

の内数 

 

56 
環境

省 

循環型社会形成

推進交付金（廃棄

物処理施設分） 

廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リ

サイクル）を広域的かつ総合的に推進する

ため、地方公共団体が策定する循環型社会

形成推進地域計画に基づいた一般廃棄物

処理施設の整備事業等に対し支援を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、「５か

年加速化対策（加速化・深化

分）」の配分については地域

計画の策定を交付の要件と

する。 

地方

公共

団体 

30,852 

57 
環境

省 

廃棄物処理施設

整備交付金 

大規模災害発生時における災害廃棄物の

適正かつ円滑・迅速な処理に向け、平時か

らの備えとしての地域の廃棄物処理シス

テムを強靱化する観点から、地方公共団体

が策定する循環型社会形成推進地域計画

及び災害廃棄物処理計画に基づいた一般

廃棄物処理施設の整備事業等に対し支援

を行う。 

地域計画に明記された事業

について、重点配分、優先採

択等の重点化。また、地域計

画の策定を交付の要件とす

る。 

地方

公共

団体 

600 

 

※「国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する支援等」欄において、「重点配分、優先採択等の重点化」には、重

点化として重点配分又は優先採択のいずれかのみを実施する場合を含む。 

○重点化とは、交付要綱や通知等において具体の内容を明示したうえで、「重点配分」又は「優先採択」をすることをいう。 

・重点配分：通常交付より手厚く配分する又は予算額のポイント配分の際にポイントを加算するなど 

・優先採択：優先的に採択する又は採択判定の際にポイント加算など有利となるようにするなど 

○一定程度配慮とは、上記以外で、交付判断する際に、何らかの配慮等をすることをいう。 

※「（参考）令和６年度政府予算案」欄において、内数予算で計上しているものには、当該交付金・補助金を含む事業に係る

予算の内数として記載しているものを含む。 

注：本資料における関係府省庁の支援等は、令和６年度予算の成立を待って実施するものであり、予算の成立状況によっては

記載内容が変更される場合があり得る。 
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表 国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援等に係る交付金・補助金についての問合せ先 

（「令和6年度予算案における国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援等について」より作成） 

 

府省庁名 交付金・補助金の名称等 担当課（室） 電話番号 

内閣府 
デジタル田園都市国家構想交付金（地方

創生推進タイプ「地方創生整備推進型」 

地方創生推進事務局 03-5510-2456 

警察庁 
都道府県警察施設整備費補助金 

（一般施設整備費補助金） 

長官官房会計課 03-3581-0141 

警察庁 
都道府県警察施設整備費補助金 

（交通安全施設等整備費補助金） 

交通局交通規制課 03-3581-0141 

こども家庭庁 
次世代育成支援対策施設整備交付金 こども家庭庁成育局参事官（事業調整

担当）付施設調整等業務担当室 

03-6863-0286 

 

こども家庭庁 

就学前教育・保育施設整備交付金 こども家庭庁成育局保育政策課こども

家庭庁成育局参事官（事業調整担当）付

施設調整等業務担当室 

03-6858-0043 

03-6863-0286 

総務省 

放送ネットワーク整備支援事業費補助金

①地上基幹放送ネットワーク整備事業 

②地域ケーブルテレビネットワーク整備

事業 

③ケーブルテレビネットワーク光化等に

よる耐災害性強化事業（「新たな日常」の

定着に向けたケーブルテレビ光化による

耐災害性強化事業の後続事業） 

 

①情報流通行政局地上放送課 

②情報流通行政局地域放送推進室 

 

③情報流通行政局地域放送推進室 

 

①03-5253-5737 

②03-5253-5808 

 

③03-5253-5808 

総務省 無線システム普及支援事業費等補助金 情報流通行政局地上放送課 03-5253-5949 

総務省 消防防災施設整備費補助金 消防庁消防・救急課 03-5253-7522 

総務省 緊急消防援助隊設備整備費補助金 消防庁消防・救急課 03-5253-7522 

文部科学省 
学校施設環境改善交付金 大臣官房文教施設企画・ 

防災部施設助成課 

03-6734-2466 

文部科学省 

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助

金 

①国宝・重要文化財建造物保存修理強化

対策事業 

②国宝・重要文化財建造物保存修理強化

対策事業（耐震関係 

③伝統的建造物群基盤強化事業 

④歴史活き活き！史跡等総合活用整備事

業 

⑤地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 

⑥民俗文化財の保存修理等 

⑦国宝・重要文化財等美術工芸品保存修

理抜本強化事業 

⑧重要文化的景観保護推進事業 

 

 

①文化庁文化資源活用課 

 

②文化庁文化資源活用課 

 

③文化庁文化資源活用課 

④文化庁文化資源活用課 

 

⑤文化庁文化財第二課 

⑥文化庁文化財第一課 

⑦文化庁文化財第一課 

 

⑧文化庁文化資源活用課 

 

 

①075-451-9681 

 

②075-451-9681 

 

③075-451-9681 

④075-451-9681 

 

⑤075-451-9759 

⑥075-451-9708 

⑦075-451-9708 

 

⑧075-451-9663 

文部科学省 
国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 文化庁文化資源活用課 075-451-9673 

 

厚生労働省 
地方改善施設整備費補助金 社会・援護局地域福祉課 03-5253-1111 

（内線 2857） 

厚生労働省 
社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金 社会・援護局福祉基盤課 03-5253-1111 

（内線 2866） 

厚生労働省 
社会福祉施設等施設整備費補助金 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課 

03-5253-1111 

（内線 3035） 

厚生労働省 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付

金 

老健局高齢者支援課 03-5253-1111 

（内線 3927） 

農林水産省 
強い農業づくり総合支援交付金 

（卸売市場施設整備） 

大臣官房新事業・食品産業部食品流通

課卸売市場室 

03-6744-2059 
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府省庁名 交付金・補助金の名称等 担当課（室） 電話番号 

農林水産省 農村地域防災減災事業 農村振興局整備部防災課 03-6744-2210 

農林水産省 農山漁村地域整備交付金 農村振興局整備部地域整備課 03-6744-2200 

農林水産省 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農村振興局整備部水資源課 03-3502-6246 

農林水産省 農山漁村振興交付金 農村振興局整備部都市農村交流課 03-6744-2493 

農林水産省 
鳥獣被害防止総合対策交付金 農村振興局農村政策部鳥獣対策・ 

農村環境課鳥獣対策室 

03-3591-4958 

農林水産省 治山事業 林野庁森林整備部治山課 03-6744-2308 

農林水産省 森林整備事業（山村強靱化林道整備事業） 林野庁森林整備部整備課 03-6744-2303 

農林水産省 林業・木材産業循環成長対策 林野庁森林整備部治山課 03-3501-4756 

農林水産省 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 林野庁森林整備部森林利用課 03-3502-0048 

農林水産省 
水産物供給基盤整備事業費補助 

（水産基盤整備事業） 

水産庁漁港漁場整備部計画課 03-3502-8491 

農林水産省 
水産資源環境整備事業費補助 

（水産基盤整備事業） 

水産庁漁港漁場整備部計画課 03-3502-8491 

農林水産省 浜の活力再生・成長促進交付金 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 03-6744-2392 

農林水産省 漁港機能増進事業 水産庁漁港漁場整備部計画課 03-3506-7897 

農林水産省 

海岸保全施設整備事業費補助 

①海岸保全施設整備事業（農地海岸） 

②海岸保全施設整備事業（漁港海岸） 

 

①農村振興局整備部防災課 

②水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 

 

①03-6744-2199 

②03-3502-5304 

経済産業省 
石油製品販売業構造改善対策事業費等補

助金 

資源エネルギー庁石油流通課 03-3501-1320 

国土交通省 
防災・安全交付金 大臣官房社会資本整備総合交付金等総

合調整室 

03-5253-8967 

国土交通省 

住宅市街地総合整備促進事業費補助 

①密集市街地総合防災事業 

②空き家対策総合支援事業 

③地域居住機能再生推進事業 

④地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 

 

①住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 

②住宅局住宅総合整備課住環境整備室 

③住宅局住宅総合整備課 

④住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 

 

①03-5253-8517 

②03-5253-8508 

③03-5253-8507 

④03-5253-8517 

国土交通省 港湾改修費補助 港湾局計画課 03-5253-8668 

国土交通省 
海岸保全施設整備事業費補助 水管理・国土保全局海岸室 

港湾局海岸・防災課 

03-5253-8471 

03-5253-8688 

国土交通省 地籍調査費負担金 不動産・建設経済局地籍整備課 03-5253-8384 

国土交通省 地籍整備推進調査費補助金 不動産・建設経済局地籍整備課 03-5253-8384 

国土交通省 特定洪水対策等推進事業費補助 水管理・国土保全局治水課 03-5253-8455 

国土交通省 
特定都市河川浸水被害対策推進事業費補

助 

水管理・国土保全局治水課 03-5253-8455 

国土交通省 
堰堤改良費補助 水管理・国土保全局河川環境課流水管

理室 

03-5253-8449 

国土交通省 特定土砂災害対策推進事業費補助 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 03-5253-8466 

国土交通省 
下水道防災事業費補助 水管理・国土保全局下水道部下水道事

業課 

03-5253-8430 

国土交通省 都市安全確保促進事業費補助金 都市局まちづくり推進課 03-5253-8407 

国土交通省 無電柱化推進事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 道路交通安全施設等整備事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 道路更新防災等対策事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 地域連携道路事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 交通連携道路事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 道路交通円滑化事業費補助 道路局環境安全・防災課 03-5253-8495 

国土交通省 空港整備事業費補助金 航空局航空ネットワーク部空港計画課 03-5253-8717 

環境省 自然環境整備交付金 自然環境局自然環境整備課 03-5521-8281 

環境省 環境保全施設整備交付金 自然環境局自然環境整備課 03-5521-8281 
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府省庁名 交付金・補助金の名称等 担当課（室） 電話番号 

環境省 
循環型社会形成推進交付金（浄化槽分） 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理

推進課浄化槽推進室 

03-5501-3155 

環境省 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現

する公共施設への自立・分散型エネルギ

ー設備等導入推進事業 

大臣官房地域脱炭素事業推進課 03-5521-8233 

環境省 
循環型社会形成推進交付金 

（廃棄物処理施設分） 

環境再生・資源循環局廃棄物適正処理

推進課 

03-5521-8337 

環境省 
廃棄物処理施設整備交付金 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理

推進課 

03-5521-8337 

 

留意点 

〇各交付金・補助金の取り扱いについては、所管府省庁から提供される情報についても必ず参照ください。 

〇個別の交付金・補助金に係る不明点等については、資料中に示した関係府省庁の問合先にお願いします。 

〇表への掲載の有無や補助／単独・実施主体にかかわらず、地域計画に基づく取組の同計画への明記をお願いします。 

 

 


